
「みんなの笑顔が かがやくまち 扶桑町」

広  報 ７
令和３年

2021

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載している事業が中止・延期等とな
る場合があります。最新の情報は町ホームページをご覧ください。

情報コーナー

募集コーナー

Zoom

保健コーナー　　

Ｐ 24・25・27

Ｐ 26 ～ 28

Ｐ 29

Ｐ 30・31

Ｐ 2 ～ 4
Ｐ 5 ～ 23
Ｐ 6・7
Ｐ 11

特集コーナー
　自らの命は、自らが守る！
　できることから防災・減災対策を進めよう！
町政コーナー
　扶桑町が実施する町民（個人）向け補助金一覧
　家庭ごみ収集について

むかしむかし

扶桑町扶桑町
のの

昭和初期の商店
当時の家庭では木炭、練炭は米や味
噌と並んで必需品だった。日常の家
庭暖房と共に養蚕部屋の暖房に用い
られることが多かった。

（撮影　昭和初期）

昭和 28 年頃の
柏森

柏森にある火の見やぐらから見
た商店街の様子。当時はまだ通
行量も少なかった。写真に写っ
ているのはパンの即売トラック。
あんパンや、ジャムパンは一個
10 円で飛ぶように売れた。

（撮影　昭和 28 年）
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自らの命は、自らが守る！自らの命は、自らが守る！
できることから防災できることから防災・・減災対策を進めよう！減災対策を進めよう！

いつ発生してもおかしくない！ 南海トラフ地震いつ発生してもおかしくない！ 南海トラフ地震
　南海トラフ地震は「いつ発生してもおかしくない」と言われており、今後 30 年以内に

70 ～ 80％程度の確率で発生すると予測されています。

　この大規模な地震によって、私たちの住む愛知県だけでなく西日本全域に及んで大きな

被害が出ることが懸念されています。

扶桑町地震対策補助金について扶桑町地震対策補助金について
▼対 象 と な る 方 … 扶桑町に住民登録がある世帯主又は世帯員の方
▼補助対象となる地震対策 … ● 家具の転倒防止器具等及びその取り付け費用
　　　　　　　　　　　　　  ● 家具からの食器等の落下を防止する器具及びその取り付け費用
　　　　　　　　　　　　　  ● ガラス等の飛散防止フィルム及びその取り付け費用
　　　　　　　　　　　　　  ● 感震ブレーカー及びその取り付け費用
▼補 助 金 の 額 … 経費の４／５の額（１００円未満は切り捨て）で、１回の補助限度額は、 
　　　　　　　　　　　 １世帯あたり１万円。１世帯につき、１年度に１回を限度。
▼申 請 手 続 き … 次の書類を災害対策室へ提出して申請してください。
　　　　　　　　　　　（災害対策室窓口またはホームページから入手できます）
　　　　　　　　　　　　● 扶桑町地震対策補助金交付申請書
　　　　　　　　　　　　● 同意書（賃貸住宅の場合で、壁に穴を開ける、釘を打つ等住宅に損傷を与える恐
　　　　　　　　　　　        れのあるときのみ提出が必要） 
　　　　　　　　　　　　● 扶桑町地震対策補助金交付請求書
　　　　　　　　　　　　● 品名（規格）及び購入日（工事日）が記載された領収書（原本）等支払いの事実
　　　　　　　　　　　　　 が確認できる書類
　　　　　　　　　　　　● 地震対策実施後の写真 
　　　　　　　　　　　　※補助金は、口座振込になりますので、申請者本人名義の口座番号を必ずご記入ください。
▼申 請 期 間 … 令和４年３月３１日まで

災害対策室　内線 352災害対策室　内線 352 番窓口番窓口●●142 階2 階

ブロック塀等撤去費補助金についてブロック塀等撤去費補助金について
▼対 象 と な る 方 … ブロック塀等を所有する個人又は法人
▼補助対象となる塀等 … 次の①から③の全てに該当するもの
　　　　　　　　　　　　① 道路又は公共施設の敷地に面するもの
　　　　　　　　　　　　② コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀（門柱を含む。）
　　　　　　　　　　　　③ 道路からの高さが１ｍを超えるもの
▼補助対象となる工事 … 補助対象となる塀を原則全て撤去すること。
                                    　（既設ブロック塀等の基礎部分を残した工事を含む。）
▼補 助 金 の 額 … 次の①と②を比較し、少ない方の額の１／２、上限１０万円（※）
　　　　　　　　　　　　① 対象となるブロック塀等の撤去に要した経費
　　　　　　　　　　　　② 対象となるブロック塀等を撤去した延長（ｍ）×１万円
▼申 請 手 続 き … 申請を希望される方は、補助の対象になるかを事前に都市整備課までご相談ください。

都市整備課　内線 284都市整備課　内線 284 番窓口番窓口1 階1 階 ●●５
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木造個木造個人住宅耐震診断（無料）について人住宅耐震診断（無料）について
　専門家による無料の耐震診断を行い、住宅の耐震性能の評価と総合的判断に基づく情報提供を行うも
のです。大地震は、いつ起こるかわかりません。一度、お宅の耐震診断を受けられることをお勧めします。
▼対 象 と な る 住 宅 … 旧基準木造住宅（昭和５６年５月３１日以前に着工された在来軸組構法または 
　　　　　　　　　　　伝統構法の住宅）
▼申 請 手 続 き … 総務課に備え付けの申請用紙に記入のうえ提出してください。

総務課　内線 215総務課　内線 215 番窓口番窓口●●102 階2 階

木造住木造住宅耐震改修費の補助について宅耐震改修費の補助について
　旧基準木造住宅（昭和５６年５月３１日以前に着工された在来軸組構法または伝統構法の住宅）の耐
震改修工事を行う方に対し、その工事に要する費用を補助することによって、地震発生時における木造
住宅の倒壊等による災害を防止することを目的としています。
▼対 象 と な る 住 宅 … 昭和５６年５月３１日以前に建築・着工された木造個人住宅で、扶桑町が実施   
　　　　　　　　　　　している無料耐震診断において判定値が１．０未満と判定された住宅
▼補助対象となる工事 … 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事で、
　　　　　　　　　　　判定値が１．０以上となる耐震改修工事（ただし、１．０未満と診断された階     
　　　　　　　　　　　別方向別上部構造評点を判定値に０．３加算をした数値以上とするものに限る）
▼補 助 金 の 額 … 上限が１００万円の補助（令和３年度）
▼申 請 手 続 き … 補助金交付申請書等に関係書類を添えて総務課まで提出してください。また、
　　　　　　　　　　　段階的耐震改修工事補助金（上限６０万円）や耐震シェルター整備事業費補助
　　　　　　　　　　　金（上限３０万円） を受けることができる場合がありますのでご活用ください。

総務課　内線 215総務課　内線 215 番窓口番窓口●●102 階2 階

　次ページへ続く

確認確認しましょう ! 防災グッズしましょう ! 防災グッズ
　非常持出品、非常備蓄品の準備には、家族全員が参加し必要なものを入れましょう。
　用意した非常袋は定期的に中身をチェックし、古いものから使用して、新しいものと入れ替えましょう。

非常持出品非常持出品

避難する時に最初に持ち出すもの

●貴重品類
　□現金　　　　□預金通帳　□カード類　　□印鑑
　□健康保険証　□免許証　　□家や車のキー　など

●生活用品
　□衣類・下着　□防寒具　□雨具　□タオル　□ティッシュ
　□生理用品　　□紙おむつ（赤ちゃん用・介護用）
　□携帯トイレ　□筆記用具  など

●非常食・食器
　□飲料水　　 □乾パン　□缶詰　　□紙皿　
　□紙コップ 　□はし　　□缶切り　□ミルク・離乳食  など

●救急用具
　□傷薬・包帯・ばんそうこう
　□常備薬（かぜ薬・胃腸薬）  など

●避難用具
　□懐中電灯　　□携帯ラジオ・予備乾電池
　□ヘルメット　□マスク　　□軍手　など

非常備蓄品非常備蓄品
災害復旧までの 7 日程度を目安に

準備しておくもの

●生活用品
　□毛布・寝袋
　□新聞紙
　□洗面用具
　□鍋・やかん
　□トイレットペーパー
　□液体はみがき
　□ろうそく　□ライター・マッチ
　□食品包装用ラップ　□ビニール袋
　□卓上コンロ　□ガスボンベ
　□固形燃料　など

●非常食　
　□飲料水（１人 1 日 3 リットルを目安に）
　□缶詰
　□レトルト食品
　□チョコレートなどの菓子類　など

災害対策室　内線 352災害対策室　内線 352 番窓口番窓口●●142 階2 階
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警戒レベル ※１ 避難行動等 避難情報等

警戒レベル ５
（災害発生）

すでに災害が発生しています。
命を守るための最善の行動をとりましょう。

緊急安全確保 ※２
（町が発令）

警戒レベル ４
（全員避難）

速やかに避難場所へ避難しましょう。避難場所までの
移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、
自宅内のより安全な場所に避難しましょう。

避難指示 ※３
（町が発令）

警戒レベル ３
（高齢者等は避難）

避 難 に 時 間 を 要 す る 方（ 高 齢 者、 障 害 の あ る 方、 
乳幼児等）とその支援者は、避難しましょう。
その他の方は、避難の準備を整えましょう。

高齢者等避難
（町が発令）

警戒レベル ２ 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行
動を確認しましょう。

洪水注意報
大雨注意報等

（気象庁が発表）

警戒レベル １ 災害への心構えを高めましょう。
早期注意情報

（警報級の可能性）
（気象庁が発表）

　大雨などによる災害の危険度をわかりやすく伝えるため、下記の５段階の「警戒レベル」を用いた避難情
報等の運用が開始されています。情報を正しく理解し、警戒レベルに応じた適切な避難行動をとりましょう。
　なお、令和 3 年 5 月 20 日から、避難指示（緊急）と避難勧告は避難指示に一本化されました。

※１　警戒レベル１～５の順番で発表されるとは限りません。
※２　警戒レベル５（緊急安全確保）は、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、
　　　必ず発令されるものではありません。
※３　避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令いたします。

避難情報を５段階の「警戒レベル」でお知らせします避難情報を５段階の「警戒レベル」でお知らせします
災害対策室　内線 352災害対策室　内線 352 番窓口番窓口●●142 階2 階

ひまひまわりあんしん情報メールについてわりあんしん情報メールについて

　大雨や台風などの災害時の緊急情報や避難所の開設情報などのメール配信を行っています。情報収
集に活用できますので、ぜひご登録ください。

▼ひまわりあんしん情報メール配信登録方法
　　登録の前に … 
　　　迷惑メール防止のためのドメイン指定が必要な方は、下記のドメインを許可してください。
　　　　　　town.fuso.lg.jp
　　　同じくメールアドレス指定が必要な方は、下記のアドレスを許可してください。
　　　　　　fuso_bousai@town.fuso.lg.jp
　　　また、パソコンから登録される方は下記の URL からお入りください。
 　　　　　　https://mail.cous.jp/fuso-bousai/
　　登録方法 … 
　　　携帯電話で登録するには右の QR コードをカメラ付き携帯電話で読み取り、
　　　空メールを送信してください。なお、カメラ付き携帯電話等でない場合、 
　　　下記「空メールアドレス」を直接入力して送信してください。
　　　※折り返し登録案内のメールが返信されます。
　　　※メール受信拒否等の設定によっては、返信メールが受信できない場合が
　　　　あります。
  　　　　　　空メールアドレス　fuso_bousai@entry.mail-dpt.jp

災害対策室　内線 352災害対策室　内線 352 番窓口番窓口●●142 階2 階
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≪強 調 期 間≫  7 月 1 日（木）～ 8 月 31 日（火）
≪スローガン≫  非行の芽　はやめにつもう　みな我が子
　青少年が心身ともに明るく健やかに成長することは、子を持つすべての
親の願いであり、県民がひとしく期待するところです。
　特に夏休みを迎えるこの時期は、開放感等から青少年の有害環境に接す
る機会が多くなります。このため、家庭・学校・地域社会がそれぞれの果
たすべき役割を認識し、大人が率先して規律ある行動をとるとともに、県
民すべてが青少年の非行に対する意識を高めることにより、青少年の健全
な育成を図る運動を集中的に展開します。

青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動
生涯学習課　☎（93）5200生涯学習課　☎（93）5200 中央公民館内　　番窓口中央公民館内　　番窓口●●20
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おくやみコーナーおくやみコーナー
開設しました開設しました

７月

　大切なご家族が亡くなられた
方の手続きをワンストップで案
内するおくやみコーナーを開設
しました。
　おくやみコーナーでの手続き
には、事前予約をしていただく
ことをおすすめします。予約を
していただくことで、どのよう
な手続きが必要で、どのような
持ち物が必要か確認することが
可能になり、手続きをスムーズ
に進めることができます。

▼予約電話
　住民課　☎（９３）１１１１
　　　　　内線（２４４）
　　　　　１階  　　番窓口
　※予約受付は７月 1 日（木）より

●●１
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総務課
☎ (93)1111
【内線 215】

❿番窓口

扶桑町高齢者後
付安全運転支援
装置設置促進補
助金

自家用車にペダルの踏み間違い事故を抑制する装置を取り付ける経費の一部を補助します。
▼対象　扶桑町内に住所を有する令和 4 年 3 月 31 日現在で 65 歳以上となる者
▼補助金の額　安全運転支援装置の購入及び設置に要する経費の額に 5 分の 4 を乗じて得
た額（上限 1 万 6,000 円、障害物検知機能付きペダル踏み間違い急発進等抑制装置の場合
は上限 3 万 2,000 円）

扶桑町木造住宅
耐震改修費補助
金

旧基準木造住宅の耐震改修工事の経費の一部を補助します。
▼対象　扶桑町内の旧基準の木造住宅で、扶桑町が実施する無料耐震診断の結果、判定
値が 1.0 未満のもの
▼補助金の額　耐震補強工事費（耐震改修に附帯する工事を含む）及び改修設計費を合
算した額に 5 分の 4 を乗じて得た額（上限 100 万円）

扶桑町木造住宅
段階的耐震改修
費補助金

旧基準木造住宅の耐震改修工事を一段目と二段目に分けて行う経費の一部を補助します。
▼対象　扶桑町内の旧基準の木造住宅で、扶桑町が実施する無料耐震診断の結果、判定
値が 0.4 以下のもの
▼補助金の額　耐震補強工事費（耐震改修に附帯する工事を含む）及び改修設計費を合
算した額に 5 分の 4 を乗じて得た額（一段目：上限 60 万円、二段目：上限 40 万円）

扶桑町木造住宅
耐震シェルター
整備事業費補助
金

旧基準の木造住宅に耐震シェルターを整備する経費の一部を補助します。
▼対象　扶桑町内の旧基準の木造住宅で、扶桑町が実施する無料耐震診断の結果、判定
値が 1.0 未満のもので、過去に耐震改修工事又は段階的耐震改修工事の補助金その他こ
れに準ずるものの交付を受けていない住宅 ( 高齢者等が居住 )
▼補助金の額　30 万円 ( 対象経費が 30 万円を下回る場合は、当該経費の額）

扶桑町住宅対象
侵入盗防犯対策
補助金

自ら居住する住宅に防犯対策を実施した経費の一部を補助します。
▼対象　扶桑町内に居住する者で、自らの居住の用に供している既存の住宅に対して防
犯対策を実施する世帯の世帯主又は世帯員
▼補助金の額　防犯対策に要した経費に 2 分の 1 を乗じて得た額 ( 上限 1 万円）

扶桑町自転車乗
車用ヘルメット
着用促進事業費
補助金

自転車用ヘルメット購入に要する経費の一部を補助します。
▼対象　扶桑町内に住所を有する、令和 3 年度中に 7 歳から 18 歳に達する児童生徒等
及び同年度中に 65 歳以上に達する者。安全認証を受けたヘルメットであること。
▼補助金の額　購入する新品のヘルメットの購入経費に 2 分の 1 を乗じて得た額（上限
2,000 円）

扶桑町危険空家
除却費補助金

危険空家の除却工事に係る費用の一部を補助します。
▼対象　扶桑町内に存する 1 年以上使用されていない個人の所有する木造の空家で、2
分の 1 以上が居住の用に供されていたもの。建物の基礎、外壁、屋根等が破損し、倒壊
等の危険のある空家（不良住宅）。
▼補助金の額　補助の対象となる経費の額に 5 分の 4 を乗じて得た額（上限 40 万円）

  町民（個人）向け補助金一覧町民（個人）向け補助金一覧
  　令和 3 年 7 月現在　令和 3 年 7 月現在

  扶桑町が実施する扶桑町が実施する

※補助内容の詳細については、扶桑町ホームページをご覧いただくか、窓口または電話にてお問※補助内容の詳細については、扶桑町ホームページをご覧いただくか、窓口または電話にてお問
　い合わせください。　い合わせください。
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土木課
☎ (93)1111
【内線 294】

❹番窓口

雨水利用貯留施
設設置費補助金

雨樋を経て流入させる雨水タンクの購入費及び設置工事費に対し補助金を交付します。
▼対象　雨水貯留タンクの購入及び設置費
▼補助金の額　雨水貯留タンク購入費及び設置工事費の4分の3（1基上限3万円、2基まで）

雨水浸透桝
設置費補助金

雨樋を経て流入させる雨水浸透桝の購入費及び設置工事費に対し補助金を交付します。
▼対象　雨水浸透桝の購入及び設置費
▼補助金の額　雨水浸透桝１基当たり 15,000 円（補助上限 1 件につき 4 基まで）

浸水防止塀
設置費補助金

浸水による家屋の被害が発生する恐れがあると確認できる地域において、浸水防止塀の
設置及び材料費に対し補助金を交付します。
▼対象　浸水防止塀の設置及び材料費
▼補助金の額　浸水防止塀設置及び材料費の 2 分の 1（上限 20 万円）

都市整備課
☎ (93)1111
【内線 284】

❺番窓口

ブロック塀等
撤去費補助金

道路等に面した倒壊のおそれがあるブロック塀等に対する撤去費用の一部を補助します。
▼対象　道路及び公共施設の敷地に面する、道路からの高さが 1 ｍを超えるブロック塀
を撤去する工事
▼補助金の額　撤去に要した経費と 1 ｍ× 1 万円のいずれか少ない額の 2 分の 1（上限 10 万円）

扶桑町都市緑化
推進事業補助金

愛知県が行うあいち森と緑づくり都市緑化推進事業に基づく間接補助事業で、民有地の
緑化に係る経費の一部を補助します。
▼対象　屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化、空地緑化、生垣設置に要する経費
▼補助金の額　対象経費の 2 分の 1（上限 500 万円）
※緑化については多年性の植物で緑化面積 50 ㎡以上、生垣設置については一部が公道
に接しており、延長 15 ｍ以上が条件となります。補助金の交付額が 10 万円未満の場
合は、交付対象外となります。

扶桑町緑化推進
事業補助金

建物の屋上、壁面及び住宅の生垣設置に係る経費の一部を補助します。
▼対象　屋上緑化、壁面緑化、生垣設置に要する経費
▼補助金の額　対象経費の 2 分の 1（屋上緑化・壁面緑化：上限 30 万円、生垣設置：
上限 10 万円）※緑化については多年性の植物で緑化面積 3 ㎡以上、生垣設置について
は一部が公道に接しており、延長 5 ｍ以上が条件となります。

産業環境課
☎ (93)1111
  【内線
　273・277】

❻番窓口

住宅用地球温暖
化対策設備設置
費補助金

住宅用地球温暖化対策設備の設置費用の一部を補助します。
▼対象　HEMS、蓄電池、ZEH 等の地球温暖化対策設備の設置費
▼補助金の額　補助対象経費の4分の1（上限は設置する設備により1万円～16万2,800円）

合併処理浄化槽
設置整備事業補
助金

汲み取り、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に、設置工事費用の一部
を補助します。
▼対象　汲み取り、単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換するための設置工事費
▼補助金の額　5 ～ 6 人槽：25 万 2,000 円、7 ～ 10 人槽：29 万 2,000 円

勤労者等生活資
金融資等保証料
助成金

勤労者が生活資金（療養費、修学資金、冠婚葬祭費等）のため融資を受けた際発生する
保証料を助成します。
▼対象　町内に１年以上在住し、引き続き町内に在住しようとする者で、同一事業所に
1 年以上勤務する方
▼補助金の額　当該融資を受けた方が支払った保証料の額

勤労者等生活資
金融資普通貸付
利子助成金

扶桑町勤労者等生活資金融資の貸付を受けた方が支払った利子額を助成します。
▼対象　扶桑町勤労者等生活資金融資を受けられた方
▼補助金の額　支払った利子額の 6 ヶ月分

環境にやさしい
住宅改善促進事
業補助金

既存の自己所有住宅の修繕・補修などの工事費の一部を補助します。
▼対象　町内に自己が所有し、居住の用に供している住宅の改善工事（工事費 10 万円
以上で、町内施工業者を利用するもの）
▼補助金の額　環境にやさしい住宅改善工事：対象工事費の 20％（上限 20 万円）
　　　　　　　住宅改善工事：対象工事費の 10％（上限 10 万円）

災害対策室
☎ (93)1111
【内線 352】

⓮番窓口

扶桑町地震対策
補助金

家具転倒防止や窓ガラス等の飛散防止、感震ブレーカーの設置等の地震対策費用の一部
を補助します。
▼対象　家具の転倒防止器具及びその取付費用などの地震対策費用
▼補助金の額　地震対策費用の 5 分の 4（上限 1 万円）
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扶桑町扶桑町
住宅用住宅用

設置費補助金のご案内設置費補助金のご案内
地球温暖化対策設備

産業環境課　内線 276
　扶桑町では、住宅で行う再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガス排出の抑制を通じて

地球温暖化防止に寄与することを目的に、住宅用地球温暖化対策設備を設置する方に対し、その費

用に対して予算の範囲内で補助する事業を行っています。

◇既存の住宅でも、新築住宅でもご検討ください

住宅用太陽光発電システム
＋ HEMS ＋ ZEH

（３点合わせて設置の場合）

最大 １６.最大 １６. ２8２8 万円万円

　住宅の高断熱化と高効率設備により省エネルギーに努め、
さらに太陽光発電等によりエネルギーを創り出すことで、 
年間のエネルギー消費量がゼロ以下になる住宅のこと。

ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは？

　ＺＥＨに必要な設備には、高断熱外皮や空調設備、給湯設備、
換気設備等があります。

着工前に申請が必要です着工前に申請が必要です ※補助の対象者や対象設備には、その他、要件がありますので、
　詳しくは産業環境課までお問い合わせください。

家庭用エネルギー管理
システム（HEMS）

（単独設置の場合）

最大 １万円最大 １万円

　家庭の電力使用量を「見える化」するとともに、
照明やエアコン等を制御することで、エネルギー
の最適使用を図るシステムです。

家庭用エネルギー管理システムとは？

定置用リチウムイオン
蓄電システム ( 蓄電池 )

（単独設置の場合）

最大 １０ 万円最大 １０ 万円

　太陽光発電システム等で発電した電力や夜間電力
を蓄電することにより、停電時や電力需要ピーク時
等に、必要に応じて電気を活用するシステムです。

定置用リチウムイオン蓄電システムとは？

住宅用太陽光発電システム
＋ HEMS ＋ 蓄電池

（３点合わせて設置の場合）

最大 １６.最大 １６. ２8２8 万円万円
※太陽光発電システム及び太陽熱利用システムの

　単独設置に対しての補助はありません。

太陽光発電

ＨＥＭＳ

蓄電池
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令和２年度に扶桑町へ寄せられたふるさと寄附金は
85件 2,276,110円でした。
寄附金は目的に応じた基金へ積み立て、令和３年度以降の事業に
活用します。

１．子どもの教育に関する事業（ふるさと寄附金基金へ積み立て）
　　▼寄附額　３３５，０００円
　　　… 中学校の木製書架購入費に充当します。

２．子育て支援に関する事業（ふるさと寄附金基金へ積み立て）
　　▼寄附額　２９３，０００円
　　　… 令和４年度以降の事業へ充当し、児童館の整備に活用します。

３．高齢者・障害者に関する事業（ふるさと寄附金基金へ積み立て）
　　▼寄附額　６５６，１１０円
　　　… 敬老事業費へ充当します。

４．健康増進に関する事業（ふるさと寄附金基金へ積み立て）
　　▼寄附額　   ３２，０００円
　　　… 令和４年度以降の事業へ充当します。

５．文化・スポーツに関する事業（ふるさと寄附金基金へ積み立て）
　　▼寄附額　  ２９，０００円
　　　… 総合体育館ボッチャセット購入費に充当します。

６．住民活動支援、コミュニティ支援に関する事業（ふるさと寄附金基金へ積み立て）
　　▼寄附額　  ８４，０００円
　　　… 多文化共生推進事業費に充当します。

７．その他扶桑町の発展のために町長が必要と認める事業
　　（公共施設建設基金・ふるさと寄附金基金へ積み立て）
　　▼寄附額　８４７，０００円
　　　… 令和４年度以降の事業へ充当し、児童館の整備に活用します。

ふるさと寄附金についてふるさと寄附金についてご寄附ご寄附
ありがとうありがとう
ございましたございました

政策調整課　内線 317政策調整課　内線 317 番窓口番窓口●●９2 階2 階

実 施 機 関 全部開示 部分開示 不開示 合計
総 務 部 13 0 2 15
健 康 福 祉 部 4 7 4 15
産 業 建 設 部 0 0 0 0
教 育 委 員 会 0 0 0 0
議 会 事 務 局 3 0 0 3
選挙管理委員会 0 0 1 1
合 　 計 20 7 7 34

実 施 機 関 全部開示 部分開示 不開示 合計
総 務 部 1 0 1 2
健 康 福 祉 部 11 0 1 12
選挙管理委員会 0 0 2 2
合 　 　 計 12 0 4 16

◆個人情報開示請求状況

※
全
部
開
示
…
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
す
べ
て
を
開
示
す
る

　
　
　
　
　
　

こ
と
。

※
部
分
開
示
…
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
う
ち
、
個
人
情
報
な

　
　
　
　
　
　

ど
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
を
除
き
、

　
　
　
　
　
　

開
示
す
る
こ
と
。

※
不 

開 

示 

…
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
を
開
示
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　

   （
文
書
が
存
在
し
な
い
場
合
を
含
み
ま
す
）

※
表
中
の
数
値
に
つ
い
て
は
、
開
示
請
求
に
係
る
数
値
で
は
な

　

く
、
決
定
通
知
に
係
る
数
値
を
表
記
し
て
あ
り
ま
す
。

令
和
２
年
度
の
公
文
書
及
び
個
人
情
報
の

令
和
２
年
度
の
公
文
書
及
び
個
人
情
報
の

　
　
　
　
開
示
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
　
　
　
開
示
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

総
務
課　

内
線
２
１
３
・
３
８
９　

２
階　
　

番
窓
口

●10
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▼
対
象　
町
内
在
住
在
勤
の
方

▼
締
切　
８
月
31
日
（
火
）
ま
で

▼
提
出
先　
産
業
環
境
課

※
優
秀
作
品
は
展
示
す
る
予
定
で
す
。
素
材
・

　

テ
ー
マ
は
自
由
で
、
多
数
の
参
加
を
お
待

　

ち
し
て
い
ま
す
。（
参
加
賞
あ
り
）

廃
品
再
利
用
作
品
展

廃
品
再
利
用
作
品
展

　
　
　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
８

１
階　
　

番
窓
口

●６

　

最
近
、
犬
の
放
し
飼

い
や
無
駄
吠
え
な
ど
に

つ
い
て
の
苦
情
が
多
く

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

飼
い
主
と
し
て
の
責
任

を
も
っ
て
、
正
し
い
犬

の
飼
育
を
し
ま
し
ょ
う
。

◆
犬
の
放
し
飼
い
禁
止
と
登
録
に
つ
い
て

　

犬
の
放
し
飼
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

飼
い
犬
が
敷
地
外
に
出
る
と
、
近
隣
住
民
の

方
の
生
活
を
脅
か
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
飼

い
犬
が
敷
地
外
に
出
な
い
よ
う
に
、
し
っ
か

り
と
管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

万
が
一
、
飼
い
犬
が
逃
げ
た
場
合
、
確
実

に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
犬
の
鑑
札
と

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
を
犬
の
首
輪
に
着
け

て
、
身
元
が
判
別
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　

生
後
91
日
以
上
の
犬
に
は
、
生
涯
１
回
の

登
録
（
飼
い
始
め
て
か
ら
30
日
以
内
に
登
録

が
必
要
）
と
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
が

法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
犬
の
無
駄
吠
え
に
つ
い
て

　

犬
の
無
駄
吠
え
に
よ
る
騒
音
は
、
近
隣
住

民
の
生
活
環
境
を
乱
し
ま
す
。
無
駄
吠
え
し

な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
と
し
つ
け
を
行
い
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
吠
え
る
状
況
を
つ
く
ら
な

い
等
の
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。

正
し
い
犬
の
飼
育
に
つ
い
て

正
し
い
犬
の
飼
育
に
つ
い
て

◆
犬
の
ふ
ん
・
お
し
っ
こ
の
始
末
に
つ
い
て

　

犬
の
ふ
ん
は
、
放
置
し
た
り
他
人
の
敷
地

等
に
さ
せ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
で
き

る
だ
け
、
散
歩
前
に
ト
イ
レ
を
済
ま
す
習
慣

を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
散
歩
の
時
に
は
ス
コ
ッ

プ
や
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
を
用
意
し
、
必
ず
ふ

ん
を
持
ち
帰
っ
て
始
末
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

お
し
っ
こ
も
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
入
れ
た
水
で

流
す
な
ど
の
処
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
８

１
階　
　

番
窓
口

●６

空
き
地
の
雑
草
等
に
つ
い
て

空
き
地
の
雑
草
等
に
つ
い
て

　

空
き
地
の
雑
草
等
の
繁
茂
を
放
置
さ
れ
ま

す
と
、
火
災
、
ま
た
は
、
犯
罪
の
原
因
や
、

害
虫
の
温
床
と
な
り
、
近
隣
の
住
民
の
方
に

迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

使
用
し
て
い
な
い
土
地
等
を
所
有
し
て
い

る
方
は
、
定
期
的
な
状
態
把
握
を
心
が
け
、

適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
８

１
階　
　

番
窓
口

●６

リ
ユ
ー
ス
シ
ョ
ッ
プ
の
ご
案
内

リ
ユ
ー
ス
シ
ョ
ッ
プ
の
ご
案
内

（
エ
コ
ク
ラ
ブ
ひ
ま
わ
り
の
会
）

（
エ
コ
ク
ラ
ブ
ひ
ま
わ
り
の
会
）

　
　
　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
６

１
階　
　

番
窓
口

●６

　

エ
コ
ク
ラ
ブ
ひ
ま
わ
り
の
会
に
よ
る
、
７

月
19
日
（
月
）
の
リ
ユ
ー
ス
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、

着
物
生
地
や
は
ぎ
れ
を
販
売
し
ま
す
。
ま
た

ご
家
庭
に
あ
る
き
れ
い
な
状
態
の
不
要
品
を

引
き
取
り
、
必
要
と
さ
れ
る
方
に
販
売
し
て

い
ま
す
。
販
売
に
よ
る
収
益
は
東
日
本
大
震

災
の
被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
へ
の
学
業
支
援

に
寄
付
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
お
家
に
眠
っ

て
い
る
着
物
生
地
等
も
ぜ
ひ
お
持
ち
寄
り
く

だ
さ
い
。

　

同
時
に
、新
聞
、雑
誌
、雑
が
み
、ダ
ン
ボ
ー

ル
、古
着
、毛
布
、タ
オ
ル
ケ
ッ
ト
（
キ
ル
ト
、

綿
入
り
の
も
の
は
回
収
不
可
）
の
資
源
回
収

や
、刃
物
研
ぎ
、腕
時
計
の
電
池
交
換
も
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
７
月
19
日
（
月
）

　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

▼
場
所　
役
場　

東
車
庫

公益財団法人愛知県市町村振興協会

７
月
は
河
川
愛
護
月
間
で
す

７
月
は
河
川
愛
護
月
間
で
す

　

河
川
愛
護
月
間
は
、
身
近
な
自
然
空
間
で

あ
る
河
川
へ
の
国
民
の
関
心
の
高
ま
り
に
応

え
る
た
め
、
地
域
住
民
、
市
民
団
体
と
関
係

行
政
機
関
等
に
よ
る
流
域
全
体
の
良
好
な
河

川
環
境
の
保
全
・
再
生
へ
の
取
り
組
み
を
積

　
　
　
　
　

土
木
課　

内
線
２
９
４

１
階　
　

番
窓
口

●４

極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
河
川

愛
護
意
識
を
醸
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

定
め
ら
れ
ま
し
た
。

せ
せ
ら
ぎ
に

　
　
　
　

ぼ
く
も
魚
も　

す
き
と
お
る

　

川
は
わ
が
町
の
誇
り

　

木
曽
川
、
長
良
川
、
揖
斐
川
は
郷
土
の
原

風
景
で
す
。

　

み
ん
な
の
宝
を
い
つ
ま
で
も
美
し
く
保

ち
、
次
の
世
代
に
残
し
ま
し
ょ
う
。

　

自
然
を
大
切
に
し
、
日
頃
か
ら
河
川
美
化

に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
国
土
交
通
省
　
木
曽
川
上
流
河
川
事
務
所

　https://w
w

w.cbr.m
lit.go.jp/kisojyo/
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ゆずります・さがしています ◆このリサイクルニュースのシステムは、ゆずりたい方・さがして
　いる方をご紹介するものです。有償・無償の条件提示や交渉等は
　各個人で責任を持っておこなってください。

産業環境課　内線 273産業環境課　内線 273 番窓口番窓口●●６1 階1 階新規物品 ( ＊ ) 印は 7 月 7 日（水）午前９時から先着順窓口受付のみ

ゆずります（物品） さがしています（物品）

 ＊ テント（モンベル・ムーンライト７型）

 ＊ 登山用時計（カシオ・プロトレック）

 ＊ ベビーカー

 ● 算数セット（柏森小）

● けんばんハーモニカ

● チャイルドシート

● 犬用ゲージ

● 自転車（20 インチ・男の子用）

 ● 扶桑中学校体操服（M ～ L サイズ）

 ● 扶桑中学校制服（女子用・冬服）

 ● 七五三の作り帯・小物・草履等（七歳）

家庭ごみ収集について家庭ごみ収集について
◎可燃性ごみ収集について
  ○祝日も通常どおり収集を行います。　○事業活動により生じるごみは町では収集しません。
  ○収集日当日の朝に出してください。
  ○収集車が作業により、道路上で停車する場合がありますが、ご理解とご協力をお願いします。ますが、ご理解とご協力をお願いします。
  ※可燃性ごみには、多くの水分が含まれています。生ごみの水分をよく切って出してください。

◎資源ごみ・小型ごみ分別収集日程表◎資源ごみ・小型ごみ分別収集日程表

地　区　名 資源ごみ・小型ごみの分別収集日
（容器プラと廃プラを含む）

容器プラと
廃プラの収集日

 南新田・高雄住宅・北新田・羽根・東川西・東川南・東川北・
 扶桑住宅・ ビレッジハウス扶桑・ 村田機械寮

７月４日 ７月１８日

 羽根西・南定松・北定松・高雄団地・福塚・宮島・伊勢帰・扶桑台 ７月１１日 ７月２５日

 山那・小淵・大門・森・前野・野田・西村・寺前・中村住宅・
 斎藤東・斎藤西・斎藤中・斎藤南・斎藤北・緑ヶ丘・高木東・高木西

７月１８日 ７月４日

 柏森東 1 区・柏森東 2 区・柏森レインボー・柏森西・柏森南・柏森北
 中島・ 花立・平塚 

７月２５日 ７月１１日

※各地区集積所で収集した資源ごみ（アルミ缶・スチール缶・鉄類・びん・紙類・古着）の売上金は全額地
　区へ交付しています。地区での収集にご協力ください。

※地区の分別収集に出せない方は、資源ごみ回収拠点（小淵堤外）にて資源ごみ・小型ごみの回収を行って
　いますのでご利用ください。祝日の場合も利用できます。
　○ 月曜日～金曜日…午前９時～正午　　○ 土曜日…午前９時～午後３時（正午～午後１時を除く）
　　（詳しくは年間行事予定表の 4 ページをご覧ください）

産業環境課　内線 278産業環境課　内線 278
番窓口番窓口●●６1 階1 階

◎施設で回収するもの　＊詳しくは年間行事予定表の 3 ページをご覧ください。

使用済み小型家電（9 品目）の内訳…携帯電話（充電器、バッテリー、電池パックを含む）、デジタルカメラ、小型ゲー
ム機、携帯型音楽プレーヤー、電卓、電子辞書、リモコン、電気延長コード、ケーブル類

回収するもの 回収場所 回収日

牛乳パック・紙容器  役場（土・日曜日、祝日休み）総合福祉センター（月曜日休み） 開庁日

牛乳パック
（奇数月）

 総合体育館（火曜日休み）、老人憩の家（月曜日、祝日休み）
 中央公民館（火曜日休み）、各保育園（土・日曜日、祝日休み）
 サングリーンハウス（土・日曜日、祝日休み）
 各学習等供用施設（月曜日、祝日休み）

7 月 14 日（水）～ 21 日（水）
　　※各施設の休みに

ご注意ください。

使用済み小型家電
（9 品目）

 役場（土・日曜日、祝日休み）総合福祉センター（月曜日休み）
 総合体育館（火曜日休み）

開庁日
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扶
桑
町
の
公
共
下
水
道
は
平
成

扶
桑
町
の
公
共
下
水
道
は
平
成
1919
年
４
月
１
日
に
供
用
開
始
し
て
か
ら

年
４
月
１
日
に
供
用
開
始
し
て
か
ら
1515
年
目
年
目

を
迎
え
、
令
和
３
年
４
月
１
日
に
新
た
に
約

を
迎
え
、
令
和
３
年
４
月
１
日
に
新
た
に
約
77
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
供
用
開
始
す
る
こ

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
供
用
開
始
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
公
共
下
水
道
を
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、多
く
の
建
設
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

　
公
共
下
水
道
を
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、多
く
の
建
設
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

こ
の
費
用
の
一
部
を
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
地
区
の
方
に
負
担
し
て
い

こ
の
費
用
の
一
部
を
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
地
区
の
方
に
負
担
し
て
い

た
だ
く
の
が
、
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
（
受
益
者
負
担
金
）
で
す
。

た
だ
く
の
が
、
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
（
受
益
者
負
担
金
）
で
す
。

❖
受
益
者
負
担
金
と
は

　

公
共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
生
活
環
境
が
向
上
し
、
快
適
な
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
公
共
下
水
道
は
整
備
さ
れ
た
地

域
の
方
だ
け
が
利
用
で
き
る
施
設
で
、
町
民

の
方
の
税
金
の
み
で
下
水
道
の
建
設
費
を
ま

か
な
う
こ
と
は
、
著
し
い
不
公
平
を
招
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。「
受
益
者
負
担
金
制
度
」は
、

下
水
道
を
利
用
で
き
る
方
に
対
し
、
負
担
の

公
平
を
図
る
た
め
設
け
ら
れ
た
制
度
で
す
。

扶
桑
町
で
は
、
末
端
管
渠
整
備
に
使
わ
れ
た

相
当
額
の
費
用
を
、
土
地
の
所
有
者
等
に
負

担
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
負
担
金
は
土
地

に
１
回
限
り
の
賦
課
と
な
り
ま
す
。

（例）231 ㎡ ( 約 70 坪 ) の土地を持つ場合

 　負担金額　231 ㎡× 400 円　　  ＝ 92,400 円

●１年 4 期・5 年 20 期に分けて支払った場合

　  5,000 円（初年度第１期）　　　＝　5,000 円

　  4,600 円（残りの納期）× 19 回＝ 87,400 円

●初年度第１期までに全額納付された場合

　  納期前納付報奨金がついて、77,220 円

　※１期ずつ分けて納付する場合に比べ、全額　

　　を一括で納付した場合、報奨金がつくため、

　　15,180 円のお得です。

❖
受
益
者
負
担
金
の
算
出
方
法

　

負
担
金
の
額
は
対
象
の
土
地
面
積
に
、
１

㎡
あ
た
り
４
０
０
円
を
掛
け
て
算
出
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
１
０
０
㎡
の
土
地
を
持
つ
方
で

す
と
、
１
０
０
㎡
×
４
０
０
円
で
４
万
円
の

負
担
金
が
発
生
し
ま
す
。

❖
受
益
者
負
担
金
の
支
払
方
法

　

今
回
、
供
用
を
開
始
し
た
地
区
内
の
土
地

の
所
有
者
等
に
は
、
事
前
の
申
告
内
容
に
基

づ
い
て
、
７
月
初
旬
に
納
付
書
を
郵
送
し
ま

す
。（
口
座
振
替
の
方
に
は
、
口
座
振
替
通

知
書
を
郵
送
し
ま
す
。）

　

納
付
は
５
年
に
分
割
し
、
１
年
を
４
期
に

分
け
た
計
20
回
で
納
め
る
方
法
、
各
年
度
の

第
１
期
ま
で
に
１
年
分
を
一
括
で
納
め
る
方

法
及
び
残
り
の
負
担
金
を
一
括
で
納
め
る
方

法
の
３
通
り
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
第
１
期
の
納
期
限
ま
で
に
一
括
納

付
さ
れ
ま
す
と
納
期
前
納
付
報
奨
金
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
納
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
期
間
に
応

じ
延
滞
金
が
発
生
し
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

❖
受
益
者
が
変
わ
っ
た
ら

　

受
益
者
負
担
金
を
納
め
終
わ
る
前
に
相
続

や
売
買
等
の
理
由
で
受
益
者
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
役
場
へ
「
下
水
道

事
業
受
益
者
変
更
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
届
出
後
は
新
し
い
受
益
者
に
納
付
書
を

❖
受
益
者
負
担
金
の

　
税
務
上
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

事
業
ま
た
は
、
不
動
産
貸
付
な
ど
の
業
務

を
営
ん
で
い
る
方
は
、
業
務
に
使
用
し
て
い

る
部
分
に
つ
い
て
「
繰
延
資
産
」
と
し
て
、

そ
の
償
却
費
を
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
「
繰
延
資
産
」
と
は
、
不
動
産
所
得
、
事

業
所
得
、
山
林
所
得
又
は
雑
所
得
を
生
ず
べ

き
業
務
に
関
し
個
人
が
支
出
す
る
費
用
で
、

支
出
の
効
果
が
支
出
し
た
日
か
ら
１
年
以
上

に
及
ぶ
も
の
を
い
い
ま
す
。

　

業
務
に
使
用
し
て
い
る
面
積
（
㎡
）
に

４
０
０
円
を
乗
じ
て
繰
延
資
産
の
金
額
を
算

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
納
期
前
納
付
報
奨
金
が
交
付
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
報
奨
金
を
差
し
引
い
た

額
が
繰
延
資
産
の
額
に
な
り
ま
す
。

　

申
告
に
関
す
る
こ
と
は
、
税
務
署
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

送
付
し
ま
す
。
届
出
の
様
式
は
都
市
整
備
課

窓
口
の
他
、
扶
桑
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
も

あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

❖
下
水
道
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　
　

都
市
整
備
課　

内
線
２
８
５
～
２
８
８

  
下
水
道
事
業

下
水
道
事
業

    
受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て

受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て

下水道マスコットキャラクター
　

スイスイ

都
市
整
備
課　

内
線
２
８
６

１
階　
　

番
窓
口

●●５
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た
ん
ぽ
ぽ

た
ん
ぽ
ぽ
出
張
出
張
相
談
の
ご
案
内

相
談
の
ご
案
内

～
お
子
さ
ん
の
養
育
で
悩
ま
れ
て
い
る

保
護
者
の
皆
さ
ん
へ
～

　

お
子
さ
ん
の
発
達
が
気
に
な
る
保
護
者
の

方
や
障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
の
養
育
で
不
安

の
あ
る
保
護
者
の
方
を
対
象
に
、
た
ん
ぽ
ぽ

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
度
も
、
気
軽

に
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
夏
季
休
業
中
に
出

張
相
談
を
２
日
計
画
し
ま
し
た
。
相
談
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
是
非
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
内
容
に
つ
い
て
は
、
秘
密
を
厳
守
し
ま

す
。

▼
日
時
・
場
所

①
８
月
５
日
（
木
）

　

午
前
９
時
15
分
～
午
後
４
時

　

小
牧
市
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

②
８
月
６
日
（
金
）

　

午
前
９
時
15
分
～
午
後
４
時

　

扶
桑
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
申
込
み　
７
月
16
日
（
金
）
ま
で

※
電
話
予
約
制
で
す
。
事
前
に
電
話
で
「
た

　

ん
ぽ
ぽ
出
張
相
談
参
加
希
望
」
の
旨
を
お

　

伝
え
く
だ
さ
い
。

▼
予
約
受
付
時
間
　
月
～
金
曜
日
（
祝
日
を

　

除
く
）
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▼
費
用　
無
料

▼
問
い
合
わ
せ

　

県
立
一
宮
東
特
別
支
援
学
校

　

 

た
ん
ぽ
ぽ
相
談
係

　

一
宮
市
丹
羽
字
中
山
１
１
５
１
番
地
１　

　
　
　

☎
０
５
８
６
（
51
）
５
３
１
１

聞
こ
え
の
心
配
な
乳
幼
児
を

聞
こ
え
の
心
配
な
乳
幼
児
を

お
育
て
の
保
護
者
の
皆
さ
ん
へ

お
育
て
の
保
護
者
の
皆
さ
ん
へ

　
「
音
に
反
応
し
な
い
」「
名
前
を
呼
ん
で
も

振
り
向
か
な
い
」

　

地
域
で
こ
の
よ
う
な
お
子
さ
ん
の
子
育
て

で
悩
ん
で
い
る
保
護
者
の
方
は
、
一
日
で
も

早
く
、
県
立
一
宮
聾
学
校
の
乳
幼
児
教
育
相

談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
「
聞
こ
え
」
と
「
こ
と
ば
」
は
、
３
歳
ま

で
に
そ
の
基
礎
が
確
立
す
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、「
聞
こ
え
」
に
よ
る
「
こ

と
ば
」
の
遅
れ
に
対
す
る
教
育
は
、
早
け
れ

ば
早
い
ほ
ど
効
果
が
上
が
り
ま
す
。
少
し
で

も
お
子
さ
ん
の
「
聞
こ
え
」
や
「
こ
と
ば
」

に
不
安
を
抱
か
れ
ま
し
た
ら
、
た
め
ら
わ
ず

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
教
育
相
談　

悩
み
や
子
育
て
へ
の
ア
ド
バ

　

イ
ス
、
聞
こ
え
に
関
す
る
簡
単
な
検
査
を

　

行
い
ま
す
。

▼
乳
幼
児
教
室　

聞
こ
え
や
聞
こ
え
に
よ
る

　

こ
と
ば
に
障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
と
保
護 

　

者
を
対
象
に
し
た
個
別
支
援
を
行
い
ま
す
。 

　
（
２
歳
児
は
、
週
１
回
の
集
団
指
導
も
行
っ

　

て
い
ま
す
。）

▼
進
路
相
談　

難
聴
の
お
子
さ
ん
の
進
路
相

　

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
相
談
は
、
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は

　

お
電
話
く
だ
さ
い
。

※
相
談
、
聴
力
測
定
、
指
導
料
は
無
料
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
県
立
一
宮
聾
学
校

　

幼
稚
部
主
事
又
は
教
育
相
談
担
当

　

一
宮
市
大
和
町
苅
安
賀
字
上
西
之
杁
30

　
　

☎
０
５
８
６
（
45
）
６
０
０
０

　
　

ＦＡＸ
０
５
８
６
（
43
）
４
４
６
２

　
　
　

学
校
教
育
課　

内
線
３
４
３

２
階　
　

番
窓
口
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町
へ
（
子
育
て
支
援
に
関

す
る
事
業
の
た
め
に
）

一
、
金
五
十
万
円
　
　
　
　
　
　
　
某
　
様

あ
り
が
と
う

あ
り
が
と
う

町
立
保
育
園
・
つ
く
し
学

園
へ

一
、
遊
具
一
式
（
金
五
十
万
円
相
当
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
某
　
様

扶
桑
町
社
会
福
祉
協
議
会
へ

一
、
金
五
千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
某
　
様

一
、
金
二
万
円
　
　
　
　
　
　
さ
く
ら
　
様

義　援　金

　日本赤十字社愛知県支部扶桑町分区へ上記の
金額が寄せられました。ご協力ありがとうござ
いました。

4 月 3 日～ 5 月 7 日分
◆平成 30 年 7 月豪雨災害義援金
　（役場義援金箱）
◆令和 2 年 7 月豪雨災害義援金
　（役場義援金箱）
◆令和 3 年 2 月福島県沖地震
　災害義援金（役場義援金箱）

金     655 円

金     630 円

金  1,542 円

　4 月 11 日（日）に総合体育館において、
長年にわたり本協会の発展に寄与され
た方々に表彰状が授与されました。

� 

令
和
２
年
度

　

  

扶
桑
町
体
育
協
会
表
彰

お
め
で
と
う

お
め
で
と
う

表彰者（敬称略） 種　目 表彰内容

稲
いながき

垣　芳
よしのぶ

伸 軟式野球 長年にわたり協会発展に寄与

仲
な か た

田　定
さだよし

儀 ソフトボール 長年にわたり協会発展に寄与

小
こ む ろ

室　昌
まさゆき

之 ソフトボール 長年にわたり協会発展に寄与

古
こ い け

池　　鎭
しずめ

グラウンド・ゴルフ 長年にわたり協会発展に寄与

飯
い い の

野　雅
まさちか

愛 グラウンド・ゴルフ 長年にわたり協会発展に寄与

堀
ほり

　　直
なおよし

由 グラウンド・ゴルフ 長年にわたり協会発展に寄与

中
なかやま

山　森
もりゆき

幸 グラウンド・ゴルフ 長年にわたり協会発展に寄与
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高齢者のための高齢者のための
　　　　  在宅福祉サービス　　　　  在宅福祉サービス

　扶桑町では、介護保険によるサービスのほかに、次のような在宅福祉サービスを実施してい
ます。
　また、地域包括支援センターでは、介護保険制度に関する相談、各種福祉サービスの利用の
援助、福祉用具の紹介、在宅介護に関する電話や面接による相談等を行っています。
　各サービスの内容や対象者等についての詳細は、介護健康課または地域包括支援センターに
お問い合わせください。※各サービスの利用にあたっては、申請後、聞き取り調査等による審
査が必要なものもあります。

① ひとり暮らし・ねたきりの高齢者等へのサービス

緊急通報システム装置の貸与緊急通報システム装置の貸与

　急病や火災等の緊急時に、ボタン１つで消防署へ通報ができる装置等（火災警報器・ガス漏れ警報器を
含む）を貸与・設置します。

【対象者】おおむね 65 歳以上のひとり暮らしの方またはおおむね 70 歳以上の方のみの世帯等で、虚弱な方

配食サービス配食サービス

　配食業者による配食サービスを利用する場合、１食につき２５０円を補助します（夕食のみ）。
※町と契約した業者に限ります。

【対象者】おおむね 65 歳以上のひとり暮らしの方および高齢者のみの世帯等で、食事を作ることが困難な方

訪問理容サービス訪問理容サービス

　ご自宅に理容師が訪問し、調髪・顔そりを受けられる利用券を交付します。（１人につき年間最大６回分）
【対象者】介護保険の要介護認定において、要介護２～５と認定された方のうち、ねたきりの状態で外出
　　　　  が困難な方

寝具洗濯乾燥サービス寝具洗濯乾燥サービス

　月１回、業者がご自宅を訪問し、寝具をお預かりして、洗濯・乾燥をして返却します。
【対象者】おおむね 65 歳以上のひとり暮らしの方またはおおむね 70 歳以上の方のみの世帯等で、寝具の
　　　　  洗濯や乾燥を行うことが困難な方

住宅改善費の助成住宅改善費の助成

　ご自宅に、手すりの設置や段差解消等の改修をした場合、費用の一部を補助します。
【対象者】当該年度（４月～６月の申請については前年度）の町民税が 16 万円以下の世帯で、介護保険の
　　　　  要支援・要介護認定において非該当と判定され、かつ運動器の機能低下が認められる方

介護健康課　　　　　  内線２３５・２３３　1 階　　番窓口介護健康課　　　　　  内線２３５・２３３　1 階　　番窓口
地域包括支援センター〔総合福祉センター１階〕　☎（９１）１１７１

●●２
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② ご家族への支援制度
徘徊高齢者家族支援サービス徘徊高齢者家族支援サービス

　認知症の高齢者が行方不明になった場合に、速やかに場所を特定するための発信器（GPS）を貸与します。
※月額利用料のうち、５４７円の自己負担があります。（料金は変動する場合があります。）

【対象者】認知症で行方不明になる可能性のある 65 歳以上の方または若年性認知症の方

ねたきり等の高齢者の介護者への手当支給ねたきり等の高齢者の介護者への手当支給

　介護者の負担軽減のため、月額５，０００円の手当を支給します。
【対象者】介護保険の要介護認定において、要介護３～５と認定された高齢者を在宅で介護している方（介護者） 
　　　　   ※高齢者が施設等に入所している場合を除く。

③ その他の福祉サービス
宅老事業宅老事業

　外出し、地域の方等と交流したい方や、介護予防をしたい方等に参加していただける場を開設しています。
◆公共宅老　
　学習等供用施設や福祉センター等、町内４カ所の会場で、毎週１回、ゲームや簡単な体操等をします。
参加費は実費分です。※送迎サービスはありません。

【対象者】介護保険の要支援・要介護認定を受けていない方
◆地区宅老（地区サロン）
　地域の公民館等で、住民の方が主体となって運営しています。活動内容（簡単な体操、歌、ゲーム、作
品づくり、介護予防のための運動等）や参加費については会場によって様々です。

【対象者】各サロンの取り決めによる。
※現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、活動を休止しているサロンもあります。

タクシー料金の助成タクシー料金の助成

　高齢者等がタクシーを利用する場合に、基本料金（初乗り運賃）を助成します。あらかじめ介護健康課で「タ
クシー料金助成利用券」の交付を受けてください。

【対象者・交付枚数】
①　満 80 歳以上の方または介護保険の要支援・要介護認定を受けている 79 歳以下の方……年間 36 枚
　　（一定の条件を満たしている方は 24 枚を追加で交付します。詳細は利用券の裏表紙をご覧ください。）
②　①に該当する方のうち、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方…年間 24 枚

※本年度は、1 冊目を使い切ったのちに、10 枚綴りのタクシー料金利用助成券を交付します。

扶桑町見守りシール交付サービス扶桑町見守りシール交付サービス

　認知症等で徘徊行動のある方が行方不明になった場合に、発見・対応をスムーズにするための見守りシー
ルを交付します。

【対象者】徘徊症状の見られる方で、介護保険の要介護認定において、要支援・要介護と認定された方、
　　　　  もしくは、医師により認知症と診断された方

◆◆ 介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント 介護予防が必要な方に対して、その方にあった介護予防プランの計
画、作成、評価などを行います。

高齢者の人権や財産を擁護し、成年後見制度の活用促進や関係機関
と連携しながら、虐待の早期発見・防止を進めます。

医療機関、地域の関係機関との連携などを行い、適切なサービスの
提供と住みやすい地域づくりを支援します。

◆◆ 地域の総合相談窓口地域の総合相談窓口

◆◆ 権利擁護、虐待の早期発見・防止権利擁護、虐待の早期発見・防止

◆◆ 包括的・継続的ケアマネジメント包括的・継続的ケアマネジメント

高齢者の総合相談窓口
地域包括支援センターへご相談ください

月～金曜日（祝日を除く）
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分☎ (91)1171

高齢者に関する相談を受け、介護保険だけでなく、保健、福祉、医療のさま
ざまな制度や地域の資源の連携による情報を活用しながら支援を行います。
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　原則、年金から天引きで納めることになります。（特別徴収）
　また、口座振替や納付書で納める場合もあります。（普通徴収）

※年金から天引き（特別徴収）されている方で、口座振替に変更を希望される方は役場住民課窓口で手続き
　が必要となります。（すでに口座振替になっている方は、手続きの必要はありません。）
※口座振替・納付書（普通徴収）で納められる方は、７月を第１期とし、翌年２月までの毎月末の年８回で
　納めていただきます。詳しくは、納入通知書に記載してありますのでご確認ください。

◆保険料の納め方

特別徴収
（年金から天引き）

　○ 年金の受給額が年額１８万円以上の方
　○ 介護保険料と合わせた保険料額が老齢基礎年金等の
　 　年金受給額の２分の１を超えない方

普通徴収
（口座振替・納付書）

　○ 年金の受給額が年額１８万円未満の方
　○ 特別徴収にならなかった方

「後期高齢者医療保険料額決定通知書
 ・納入通知書」を送付します

　令和３年度の後期高齢者医療保険料が決定しましたので、後期高齢者医療被保険者に「後期
高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書」を送付します。

住民課　内線 246住民課　内線 246 番窓口番窓口●●１1 階1 階

　世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額が次のとおり軽
減されます。

◆保険料の軽減
1. 均等割額の軽減

４３万円 + １０万円×（給与所得者等の人数－１） 以下の世帯　… 被保険者均等割額を７割軽減

所得金額の合計が
４３万円＋（２８．５万円×世帯の被保険者数）＋１０万円×（給与所得者等の人数－１）以下の世帯
　… 被保険者均等割額を５割軽減

所得金額の合計が

　保険料額は、一人ずつ均等に負担していただく「均等割額」と所
得に応じて負担していただく「所得割額」の合計です。なお、一人
当たりの上限額は、６４万円です。

◆保険料の計算方法

保険料額
（年額）

均等割額
（４８，７６５円）

所得割額
（令和２年中の所得金額－
※基礎控除額）×９. ６４％

＝ ＋

合計所得金額 基礎控除額

2,400 万円以下 43 万円

2,400 万円超
2,450 万円以下

29 万円

2,450 万円超
2,500 万円以下

15 万円

2,500 万円超 適用なし

※基礎控除額
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　７５歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日から後期高齢者医療保険に加入することになります。これ
より前に国民健康保険に加入されていた方で、保険税を口座振替されていた場合、新しい保険制度に移
行することから口座振替が引き継がれません。口座振替をご希望の場合は改めて申請手続きをしていた
だく必要がありますのでご注意ください。社会保険等に加入されていた方で、口座振替をご希望の場合
も同じく手続きが必要となります。
　また、手続きの都合上、後期高齢者医療保険の被保険者になってすぐには特別徴収にはなりません。 

（半年程度は普通徴収となります。）

◆７５歳からは全ての人が後期高齢者医療保険に加入することになります

▼問い合わせ 住民課保険医療グループ　内線２４６

　後期高齢者医療制度では、財政運営期間を 2 年間としており、この期間の医療給付費等の財源
に充てるため、保険料率が改定されました。

◆後期高齢者医療制度の保険料率改定について

平成３０・令和元年度の保険料率

所得割率　８．７６％
均等割額　４５，３７９円

令和２・３年度の保険料率

所得割率　９．６４％
均等割額　４８，７６５円

後期高齢者医療 コールセンターのご案内
　愛知県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療の保険料と保険証に関するコールセンター（電話窓口）
を開設します。保険料の算定方法や保険証の負担割合等については、コールセンターへお問い合わせください。

▼詳しくは　愛知県後期高齢者医療広域連合　管理課保険料グループ　　☎ ０５２（９５５）1 ２２３
　　　　　　扶桑町役場　住民課後期高齢者医療担当　　　　　　　　　☎ （９３）１１１１  内線２４６

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
※後期高齢者医療保険料額決定通知書は、７月中旬頃に郵送します。
※納付方法など納付に関するご相談については、扶桑町役場住民課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

◆お問い合わせ電話番号　０５７０－０１１５５８（ご利用には通信料がかかります。）

    【期間】7 月 12 日（月）～ 8 月 31 日（火）※土日・祝日も開設　【時間】午前 8 時 45 分～午後 5 時 15 分

▼ご 注 意　コールセンターは、受信専用です。還付金の案内や口座を指定して振込みをさせたり、金融機関の
　　　　　　ＡＴＭの操作を指示することは一切ありません。不審な電話がありましたら、扶桑町役場住民課 
　　　　　　後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

※６５歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から１５万円を控除した額で判定します。
※収入状況や世帯の構成によって基準が異なります。
※申請の必要はありません。

　これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方も、後期高齢者医療制度で
は被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよ
う、加入から２年を経過する月まで被保険者均等割額を５割軽減します。
※ただし、所得の低い世帯の方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減され
　ます。

2. 職場の健康保険などの被扶養者だった方について

所得金額の合計が

４３万円＋（５２万円×世帯の被保険者数）＋１０万円×（給与所得者等の人数－１）以下の世帯
　… 被保険者均等割額を２割軽減
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軽減対象基準金額
世帯主（国民健康保険加入者でない世帯主も含む）と被保険者の所得の合計

軽減割合

世帯の所得合計額が 43 万円 +10 万円×（給与所得者等の数－ 1）以下 7 割

世帯の所得合計額が 43 万円 +28.5 万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
+10 万円×（給与所得者等の数－ 1）以下

5 割

世帯の所得合計額が 43 万円 +52 万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数） 
+10 万円×（給与所得者等の数－ 1）以下

2 割

※申請手続きの必要はありません。
※国民健康保険加入者及び世帯主で所得申告をされていない場合、軽減が適用されない場合があります。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の 
　被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、
　その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
※給与所得者等の数とは、世帯主（国民健康保険加入者でない世帯主も含む）、被保険者、特定同一世帯 
　所属者のうち、給与収入が 55 万円を超える方、65 歳未満で公的年金等の収入が 60 万円を超える方、 
　65 歳以上で公的年金等の収入が 125 万円を超える方をいいます。

所得の低い世帯の国民健康保険税 ( 均等割額・平等割所得の低い世帯の国民健康保険税 ( 均等割額・平等割額額 ) の軽減について) の軽減について
　所得の低い世帯に対する国民健康保険税 ( 均等割額・平等割額 ) については、7 割・5 割・2 割の軽減割
合が適用されます。

特特別徴収 ( 年金天引き ) の対象となる方は別徴収 ( 年金天引き ) の対象となる方は年金から年金から国民健康保険税が国民健康保険税が天引きされます天引きされます
　65 歳から 74 歳までの国民健康保険に加入する世帯主の方であって、次の①～③のすべてに当てはまる
方は、国民健康保険税が年金から特別徴収（年金天引き）されます。
　① 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
　② 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が 65 歳から 74 歳であること。
　③ 特別徴収（年金天引き）の対象となる年金の年額が 18 万円以上であり、国民健康保険税が介護保険
　　 料と合わせて、年金額の 2 分の 1 を超えないこと。
　10 月以降の年金から特別徴収（年金天引き）される保険税額は、本年度の年間保険税額から、4 月から
9 月までに算定された保険税額の合計額を差し引いた額となります。
  ※ 住民課保険医療グループ窓口で事前に申請していただくと、特別徴収（年金天引き）から口座振替に 
　　 納付方法を変更することができます。

令和３年度　国民健康保険税　今後の納期限令和３年度　国民健康保険税　今後の納期限

※ 国民健康保険税を納付書でお支払いいただく場合、役場、扶桑町指定金融機関、コンビニエンスストア、 
　 スマートフォンアプリでお支払いいただけます。詳しくは、納付書裏面をご参照ください。

第 1 期　令和 3 年 8 月 2 日
第 2 期　令和 3 年 8 月 31 日 
第 3 期　令和 3 年 9 月 30 日

（月）
（火） 
（木） 

第 4 期　令和 3 年 11 月 1 日
第 5 期　令和 3 年 11 月 30 日
第 6 期　令和 3 年 12 月 27 日

（月）
（火）
（月）

第 7 期　令和 4 年 1 月 31 日
第 8 期　令和 4 年 2 月 28 日
第 9 期　令和 4 年 3 月 31 日

（月）
（月）
（木）

令和３年度の国民健康保険税が７月に決定します
　今年度の国民健康保険税は 4 月 1 日から課税されていますが、税額の計算対象年（令和 2 年 1 月
から令和 2 年 12 月まで）の所得金額を把握し、国民健康保険税として算定するには時間がかかります。
　今回、令和 2 年 1 月～令和 2 年 12 月中の所得金額の確定により令和 3 年度の本算定を行い、年税
額が決定しましたので７月中旬に納税通知書を送付します。今回決定した年税額は第１期から第９期
の９回に分けて納めていただくことになります。

住民課　内線 247住民課　内線 247 番窓口番窓口●●１1 階1 階

国民健康保険国民健康保険 のことのこともっともっと

よく知ろう
よく知ろう
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医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分

所 得 割 額 6.55% 1.95% 1.65％

均 等 割 額 26,200 円 7,500 円 8,500 円

平 等 割 額 19,800 円 5,700 円 5,000 円

課 税 限 度 額 630,000 円 190,000 円 170,000 円

国民健康保険税の減免等について国民健康保険税の減免等について
　国民健康保険に加入している世帯で、令和 3 年中の世帯主と国民健康保険被保険者の所得合計額が前年に
比べて大幅に減少し、国民健康保険税の納付にお困りの方は、その世帯の保険税負担を軽減するための減免
制度があります。
　また、災害により居宅に重大な損害を受けたときなどには、一部負担金を免除（減額）する制度もあります。
減免についての詳細は扶桑町のホームページに記載があります。

「ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険税の軽減・減免について」を確認してください。
ホームページの確認ができない方や制度についての不明な点については、住民課保険医療グループへお問い
合わせください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負っ
た世帯、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方に対しての減免措置があります。
　詳しくは住民課保険医療グループへお問い合わせください。

国民健康保険税の納付は便利な口座振替で国民健康保険税の納付は便利な口座振替で
　口座振替にすると、納め忘れの心配がなくなります。一度手続きをすれば翌年度以降も自動的に継続します
ので便利です。ぜひご利用ください。口座振替へは、次のいずれかの方法により切り替えることができます。
　①７月中旬送付の納税通知書に同封されている、はがき型の “扶桑町税等預金口座振替依頼書” に必要事項
　　を記入、通帳の届出印を押印の上、記載面に目隠しシールを貼付し郵便ポストへ投函する。
　②納税通知書（または保険証）・預金通帳・通帳の届出印を持参して、扶桑町指定の金融機関又は住民課保
　　険医療グループ窓口（ただし、ゆうちょ銀行口座からの振替をご希望の方はゆうちょ銀行窓口のみ）で手
　　続きをする。

国民健康保険税の税率等国民健康保険税の税率等　今年度の税率等は下記のとおりになります。

国民健康保険税の計算方法国民健康保険税の計算方法
　国民健康保険税は医療給付費分、後期高齢者支援金等分と介護納付金分からなり、加入している被保険者
の所得割額・均等割額・平等割額の合算額です。※介護納付金分は、40 歳から 64 歳までの方が対象となります。
◆所得割額　基準総所得金額（令和 2 年 1 月～令和 2 年 12 月中の総所得金額から 43 万円を控除した金額） 
　　　　　　に定められた税率を乗じた額
　　　　　　※ 基準総所得金額は被保険者１人ごとの基準総所得金額を計算し、加入者全員分を合算します。
　　　　　　　 総所得金額が 43 万円以下の方の基準総所得金額は０円となります。
◆均等割額　被保険者１人につき定められた額
◆平等割額　１世帯につき定められた額

「倒産・解雇などで離職された方」の国民健康保険税の軽減について「倒産・解雇などで離職された方」の国民健康保険税の軽減について
　倒産・解雇又は雇い止めなどにより離職された方で、国民健康保険に加入された場合、国民健康保険税が
軽減されます。
　▼対象者　雇用保険の特定受給資格者（例．倒産・解雇などによる離職）
　　　　　　雇用保険の特定理由離職者（例．雇い止めなどによる離職）
　▼軽減額　国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、前年の給与所得を 100 分の 30 とし 
　　　　　　て計算します。
　▼軽減期間　離職の翌日から翌年度末まで
　　　　　　国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加
　　　　　　入するなど国民健康保険の資格を失うと終了します。
　雇用保険受給資格者証 ( ハローワークで発行 )、マイナンバー（個人番号）のわかるもの、本人確認書類（運
転免許証など顔写真つきのもの）を持参して、住民課保険医療グループ窓口で手続きをしてください。

▼問い合わせ　　住民課　内線　242・246 ～ 248　1 階　　番窓口●●１
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　高血圧・糖尿病・脂質異常症など動脈硬化を招く生活
習慣病は、発見の遅れや治療の中断、コントロール不良
などにより、糖尿病の合併症や心筋梗塞などの心疾患、
脳卒中などを招き、突然死、障がい、寝たきり等、今後
のご自身の生活の質を大きく左右するおそれがあります。
　ぜひ年に一度の健康診査を利用して、ご自身の体の状
態を確認してみませんか。

実 施
期 間

7 月 1 日（木）～ 10 月 30 日（土）　（各医療機関の実施日）
　（※毎年 10 月末は混雑するため、早めの健診受診をおすすめします。）

対象者

・40 歳以上で扶桑町にお住まいの国民健康保険加入者 
・扶桑町にお住まいの後期高齢者医療加入者
※社会保険（職場の健康保険やご家族の扶養等）にご加入の方は、加入されている健康保険組合へお問
い合わせください。

費 用 1,000 円（後期高齢者医療加入者及び来年 3 月までに 75 歳を迎える方は無料）

実 施
医療機関

扶 桑 町 大 口 町
●伊藤整形・内科あいち腰痛オペクリニック　
●江口医院　　　　　　　　　●大川外科胃腸科クリニック
●かつし家庭医療医院　　　　●神尾外科
●かめいクリニック　　　　　●坪井クリニック
●久永内科クリニック　　　　●やすだ内科クリニック
●山田ファミリークリニック　●北川眼科 ( 眼底検査のみ )

●今井医院　　　　　●さくら総合病院　
●さのクリニック　　●すずいクリニック
●みどりクリニック　●やまだクリニック
●山田外科内科
●コスモス眼科 ( 眼底検査のみ )

※町の特定健診の対象者の方で、職場等で健康診査を受診し町の特定健診を受けない方は、健診結果を町へご提出
　いただきますよう、ご協力をお願いします。提供いただいた健診結果は、特定保健指導・糖尿病性腎症重症化予
　防事業等保健事業等保健事業以外には使用いたしません。

◆特定健康診査・後期高齢者健康診査の受診方法
1 ご案内・記録票・質問票を確認してください。
・対象の方へご案内と健康診査記録票などをお送りしています。（ご案内などを紛失された方は住民課へお申し出ください。）
・検査を希望される医療機関へ（診療時間内に）予約が必要か確認をしてください。

2 当日持参するもの
・国民健康保険または後期高齢者医療の保険証
・健康診査記録票
・質問票（事前に質問項目の回答を記入してください。）
・健診費用 1,000 円（後期高齢者医療加入者及び来年 3 月までに 75 歳を迎える方は無料）

後期高齢者の方は歯科健診の助成が受けられます！
　後期高齢者（今年度４月１日現在 75 歳以上）の方を対象に、口腔機能の低下や誤嚥性肺炎などの様々な病気
の予防の観点から、歯科健診を実施しています。
　対象の方には、健康診査のご案内とともに後期高齢者歯科健診のクーポンを同封しています。実施医療機関等
の詳細は、同封のクーポン券をご覧ください。

住民課　内線 246 ～ 248住民課　内線 246 ～ 248 番窓口番窓口●●１1 階1 階年に一度、期間限定実施です！年に一度、期間限定実施です！

特定健康診査・後期高齢者健康診査のご案内特定健康診査・後期高齢者健康診査のご案内
介護が必要となった主な原因

厚生労働省「平成 28 年
国民生活基礎調査」より
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保育園からのお知らせ

子育て支援センター　『にこにこらんど』
　  　　                               　　　　（高雄保育園内）

子育て支援センター　『すくすくらんど』
　  　　                               　　　　（斎藤保育園内）

※状況に応じては変更となることもあります。

◆電話、面接相談　☎（92）4152
　月曜日～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 3 時 30 分
　（正午～午後 1 時までは閉鎖しています）

◆電話、面接相談　☎（93）1867
　月曜日～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 3 時 30 分
　（正午～午後 1 時までは閉鎖しています）

◆２，３歳フロアー    当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、フロアーの開催はありません。

◆利用方法について　午前のみ２部制の予約制で、予約をされた親子が利用できます。

　　　　　　　　　　●１部…午前9時～10時30分（1時間30分）  ●２部…午前10時30分～正午（1時間30分）

　【予約方法】　子育て支援センターおよび電話にて予約の受付をします。

　　　　　　　● 7 月　1 日（木）より、7 月 16 日（金）～ 7 月 30 日（金）利用分の受付（土日、祝日を除く）

　　　　　　　● 7 月 16 日（金）より、  8 月  2 日（月）～ 8 月 13 日（金）利用分の受付（土日、祝日を除く）

　【定　　員】　高雄…10 組、斎藤…5 組　1 週間に高雄は最大 3 日まで、斎藤は 2 日まで予約できます。

　※「外だけ利用」および、午後 1 時～ 3 時 30 分は、予約の必要はありません。詳しくは、各子育て支援センター 
　　  にお問い合わせください。

園庭開放『ちびっこ広場』
 高雄西保育園、高雄南保育園、山名保育園、柏森保育園、柏森南保育園で行います。予約の必要はありません。

　　日時　★ 7 月 2 日 ( 金 )・9 日 ( 金 )・16 日 ( 金 )　午前 10 時～ 11 時 30 分
　◎ 遊ぶ場所につきましては、園庭のみとします。
　◎ 着替え、水筒、帽子等をお持ちください。また、マスクの着用に努めてください。
　◎ 来園時は、自転車または徒歩でお越しください。

●特定健康診査結果と特定保健指導
　 特定健康診査の結果、特定保健指導の対象となった方には、保健師や管理栄養士が食事や運動など生活習慣に
　 ついて相談・提案のご案内を送付します。
●糖尿病性腎症重症化予防事業
　 特定健康診査の結果、糖尿病性腎症重症化予防事業の対象となった方には、ご案内を送付します。

◆特定健康診査・後期高齢者健康診査の受診方法

身体計測＜身長、体重、BMI、腹囲＞
内臓脂肪の蓄積・体格を調べます。

血圧測定
血管にかかる圧力を調べます。

血中脂質検査
＜中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール＞ 

肝機能検査
＜ＡＳＴ ( ＧＯＴ )、ＡＬＴ ( ＧＰＴ )、γ－ＧＴ ( γ－ＧＴＰ ) ＞ 
肝臓の機能を調べます。

代謝系検査
＜空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ検査 ( ＮＧＳＰ値 ) ＞ 
体内のブドウ糖がエネルギー源として適切に利用されているか調べます。

＜血清尿酸＞ 
尿酸の産生・排泄のバランスがとれているかどうかを調べます。

（尿酸は、たんぱく質の一種であるプリン体という物質が代謝された後の残りかすのようなものです。）

問診
既往歴、自覚症状等を聴取します。

理学的検査
身体の診察をします。

尿検査
＜尿糖＞
尿中の糖の量を調べます。
＜尿蛋白＞
腎臓の機能を調べます。

※追加項目として貧血検査、腎機能検査、心電図検査、眼底検査を行う場合があります。
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扶桑文化会館情報“～人生を豊かに、心潤うひとときを～あなたの町の文化会館”

◆扶桑文化会館情報◆　◆扶桑文化会館情報◆　☎☎ (93)9000　開館時間：午前9時～午後5時(93)9000　開館時間：午前9時～午後5時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜月月曜日曜日（（祝日は除く祝日は除く））・火曜日休館＞・火曜日休館＞

★ご来館の皆様への“お願い”
●チケット取扱枚数の制限、間隔をあけての座席指定、公演当日の運営スケジュールは、感染症の予防対策による
　運営となりますことをご了承ください。
●館内では、マスクの着用をお願いします。
●発熱や咳などの風邪症状がみられる方、体調などの理由で感染リスクを心配される方は、ご来館をお控えください。
●感染症が発生した場合には、保健所などの調査にご協力をお願いします。

★貸館の受付開始
　7 月 1 日（木）から会議室、リハーサル室、展示室の 9 月利用とホールの令和 4 年 1 月利用の貸館受付を開始します。
受付時間は午前 9 時から午後 5 時までで、先着順で受け付けします。ただし、7 月 1 日（木）の受付開始日に限り、
午前 9 時から 10 時までの受付は、希望する利用日が重複した場合は抽選となり、午前 10 時から午後 5 時までの受
付は先着順となります。※各施設の「利用の制限」につきましては、扶桑文化会館ホームページをご覧いただくか、
扶桑文化会館へお問い合わせください。

★ホールでのピアノ練習についてホールでのピアノ練習について
　扶桑文化会館が保有するフルコンサートピアノ（スタインウェイ）を使用し、ホールでピアノ練習を行うことが
できます。受付は、利用日の 2ヶ月前の月の初日から利用日の 1ヶ月前までです。金額や利用可能日などにつきま
しては、扶桑文化会館へお問い合わせください。

★令和3年度　扶桑文化会館“友の会”会員募集中です！令和3年度　扶桑文化会館“友の会”会員募集中です！
　チケット割引、チケット先行発売、最新公演情報郵送の特典があります。

★７月開催公演情報
公 演 日 公 演 名 入 場 料

7 月 25 日
（日）

午後 2 時開演

第 33 回ふそう文化大学

②渡
わたなべ

邉辰
た つ き

紀【チェロ奏者】

『お話＆コンサート』

【全自由席】 
とおし券　5,000 円（全 3 公演を鑑賞）

②渡
わたなべ

邉辰
た つ き

紀【チェロ奏者】7 月 25 日（日）
③野

の む ら

村又
またさぶろう

三郎【能楽師和泉流狂言方】8 月 8 日（日）
④渡

わたなべ

部陽
よういち

一【戦場カメラマン】9 月 19 日（日）
単券　2,000 円（指定の 1 公演を鑑賞）

～入場無料のアットホームなコンサート～

会場：扶桑文化会館 

 7月 9日（金）
   午後２時～３時

“Look on the bright side!! 明るい未来へ贈るメロディー”

出演 佐藤千春（フルート）、波馬朝加（バイオリン）、箕浦理恵（ビオラ）、伊藤玉木（コントラバス）、ふらんちぇすか（ピアノ）

★演奏予定曲 ☆紹介

“Summer ～ソプラノとピアノの癒やしのメロディー～” 

★演奏予定曲 ☆紹介
 

 7月17日（土）
   午後２時～３時

さ　とう ち　  はる

●入場制限あり（先着順）。　　●ホールにて公演を行う場合があります。

　

出演  金森遥（ソプラノ）、野田知美（ピアノ）

Summer（久石譲）
映画《もののけ姫》より「もののけ姫」（久石譲）
映画《マイ・フェア・レディ》より「踊り明かそう」（プレヴィン） ほか

誰もが聴いたことのある名曲の数々をソプラノ
とピアノの音色でお届けします。夏の情景を感じ
ながら、美しいメロディーに癒やされてみませんか♪

かな　もり はるか の　  だ とも　  み

ひさ   いし じょう

め組のひと（井上大輔）
ハンガリー舞曲第5番（ブラームス）
You Raise Me Up（ラヴランド）　ほか

東海を中心に活躍中の底抜けに明るい5人が、
前を向いて生きる元気をお届け！情熱溢れる
サウンドをお楽しみに☆

は　   ま あさ　  か みの　うら り　  え い　 とう たま　  き

いの　うえ だい　すけ

ひさ   いし じょう
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★ヤマハ製　モデル C‐1
☆コンパクトなサイズながら、優れたバランスと
　音色の豊かさが特徴です。

 【付属品】
 ・PF イス（背付）× 1 脚
 ・パイプイス× 2 脚
 ※補助ペダルはお持ち込み
　 ください。

～ミニグランドピアノ～ ♪あらかじめご了承ください♪
◎本事業は、個人の練習・体験を目的としています。
●そのため、以下の場合はご利用になれません。
　・1 区分 4 名以上での利用
　・教室などのグループや団体での利用
　・レッスン料など、金銭授受が伴う利用
　・他の楽器との合奏を行う利用
　・弦に異物を挟む、弦を指で弾くなどの奏法
　・ピアノを設置場所から移動しての利用
◎利用をキャンセルする場合は、利用日の前日まで
　にご連絡ください。

夏期！グランドピアノ開放“鍵盤にタッチ !!”
　ロビーコンサートで使用しているミニグランドピアノを、無料開放します。
　普段はアップライトや電子ピアノで練習しているお子さんたちが、気軽にグランドピアノで練習でき
る機会ですので、ぜひご利用ください。

♪ 開 放 期 間：  7 月 21 日（水）～ 8 月 29 日（日）（月曜日＜祝日は除く＞・火曜日休館）
　　　　　　　　 ※上記のうち、利用可能日につきましては、扶桑文化会館へお問い合わせください。
♪ 時 間 区 分： 

　　　　　　　　　※１区分の利用時間は 45 分間で、3 名まで利用できます。
♪ 利 用 料 金：  無料
♪ 場 所：  扶桑文化会館ロビー（人目には触れにくい場所です。）
♪ 対 象：  ピアノや電子ピアノをたしなむ幼児から高校生まで（町内外問わず）
　　　　　　　　  ※小学生以下は保護者同伴でお願いします。
　　　　　　　　  　（⑧ ⑨ ⑩ 区分は、全ての方の保護者同伴をお願いします。）
♪ 受 付：  7 月 3 日（土）午前 9 時から窓口、電話にて受付（先着順）
　　　　　　　　  ※申請締め切り日は、利用日の 3 日前です。
　　　　　　　　  ※ 1 回の受付で、期間中 2 日、1 日 2 区分まで申し込みできます。
　　　　　　　　  　（次の受付は、利用日を過ぎてからです。）

①午前 9 時～ 9 時 45 分
④午後 1 時～ 1 時 45 分
⑦午後 4 時～ 4 時 45 分
⑩午後 8 時～ 8 時 45 分

②午前 10 時～ 10 時 45 分
⑤午後 2 時～ 2 時 45 分
⑧午後 6 時～ 6 時 45 分

③午前 11 時～ 11 時 45 分
⑥午後 3 時～ 3 時 45 分
⑨午後 7 時～ 7 時 45 分

扶桑文化会館の照明・音響等の舞台機能を体験して

いただく探検ツアーを開催します。

当館をよく利用される方も、一度も利用したことが

ない方も、舞台公演の裏側をのぞいてみませんか？

小学校・中学校の夏休みの自由研究テーマなどにも、

ご活用いただけます！

▼開 催 日　8 月 15 日 ( 日 )　第 1 回　午前 10 時～ ／ 第 2 回　午後 2 時～　　　　
▼場 所　扶桑文化会館（舞台、舞台裏、奈

な ら く

落、鳥
と や ぐ ち

屋口、楽
が く や

屋等）
▼対 象　小学 1 年生から中学 3 年生まで（町内外問わず、小学生は保護者同伴）
▼参 加 料　無料
▼受 付　7 月 3 日 ( 土 ) 午前 9 時から扶桑文化会館窓口、電話にて受付（先着順、各回定員 16 名）
▼そ の 他   安全のため舞台上の機械、綱などの装置に触れないようお願いします。 
                      キャンセルの際は事前に扶桑文化会館まで連絡してください。
　　　　　　  階段の上り下りがありますので、動きやすい服装、靴でご参加ください。

扶桑文化会
館

扶桑文化会
館

探検ツアー
2021

探検ツアー
2021
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　国民年金制度は、２０歳以上６０歳未満の全ての方が加入する制度です。老後の老齢基礎年金の
ほか、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れる制度です。
　国民年金保険料は、月額１６，６１０円（令和３年４月～令和４年３月分）ですが、経済的な理由
等で保険料の納付が困難な場合は、申請手続をしていただくことにより、保険料納付の免除又は一
部納付（一部免除）の制度があります。また、２年１カ月前の月分までさかのぼって免除申請をす
ることができます。納付についてお困りの方は、住民課国民年金窓口または一宮年金事務所へご相
談ください。

住民課　内線 248住民課　内線 248 番窓口番窓口●●１1 階1 階

★保険料の免除制度
　【全額免除制度】
　→保険料の全額が免除

　【半額納付制度】
　→保険料の２分の１を納付
　　（残り２分の１が免除）

　【４分の１納付制度】
　→保険料の４分の１を納付
　　（残り４分の３が免除）

　【４分の３納付制度】
　→保険料の４分の３を納付
　　（残り４分の１が免除）

　これらの制度をご利用いただく場合は、ご本人、

配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準

額以下であることが条件です。

　ただし、一部納付制度は、納付すべき一部保険料

が未納となった場合は、一部免除が無効となり、老

齢・障害・遺族の基礎年金の受給資格期間には含ま

れませんので、必ず一部保険料を納付していただく

必要があります。

　その他、次の制度もあります。

【学生納付特例制度】
　この制度は、学校教育法に規定する大学（大学院）・

短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び

各種学校（修業年限１年以上である課程）に在学す

る学生等で、ご本人の前年所得が基準額以下である

ことにより、国民年金保険料の納付が猶予されるも

のです。

【法定免除】
　この制度は、障害年金や生活保護法の生活扶助を

受給している方の国民年金保険料を申請により免除

するものです。

★保険料免除等は、７月～翌年６月を
　承認期間とします。
＊申請免除等の対象となる方
１. 前年の所得（収入）が少なく、保険料を納めること

　  が困難な場合

２. 障害者または寡婦であって、前年の所得が１２５万

　  円以下の場合

３. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている

　  場合

４．１～３以外の特例的な事由による場合

　① 震災、風水害、火災その他これらに類する災害に

　　 より、被害金額が財産の価格のおおむね２分の１

　　  以上である損害を受けたとき

　② 失業により保険料を納付することが困難と認めら

　　 れるとき

　③ 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施す

　　 る離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を 

       受けたとき

　これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明

らかにすることができる書類の添付が必要となります。

＊失業を理由とする場合
○ 雇用保険の被保険者が離職した場合　　

　・ 雇用保険受給資格者証の写し

　・ 雇用保険被保険者離職者票の写し

　・ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し

○ 雇用保険の適用のない者が離職した場合

　・ 事業主の証明に納税通知書の写しを添付

 　　（納税通知書が添付できない場合は、事業主の証

　　　明に理由を記載する。）

　・ 公務員については、辞令の写し

○ 離職者支援資金の貸付を受けている場合　

　・ 離職者支援資金の貸付決定通知書の写し

○ 自営業者等の事業の休止・廃止による場合

　・ 事業の休止（廃止）届の写し

「国民年金保険料の免除制度」について「国民年金保険料の免除制度」について

▼問い合わせ　一宮年金事務所　☎ 0586（45）1418
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自 衛 官 採 用 案 内
採用種目 自衛隊一般曹候補生 海上・航空自衛隊航空学生 自衛官候補生

採用期日 令和 4 年 3 月下旬から 4 月上旬

応募資格 18 歳以上 33 歳未満の者
 【海上自衛隊】18 歳以上 23 歳未満の者 
 【航空自衛隊】18 歳以上 21 歳未満の者

18 歳以上 33 歳未満の者

試験期日
【第 1 次試験】9 月 16 日（木）～ 19 日（日）
　　　　　　　のうち指定する 1 日

【第１次試験】9 月 20 日（月） 受付時にお知らせします

受付期間
7 月 1 日（木）から 9 月 6 日（月）まで

（締切日必着）　　
7 月 1 日（木）から 9 月 9 日（木）まで

（締切日必着） 年間を通じて行っています

申 込 み
問合せ先 自衛隊愛知地方協力本部　小牧分駐所　☎ 0568（73）2190 　http://www.mod.go.jp/pco/aichi/

　 丹 羽 消 防 署丹 羽 消 防 署 119 番119 番
夏がやってくる！熱中症を防ごう！

 暑さに身体を慣らしていく
　暑い日が続くと、体がしだいに慣れてきて

（暑熱順化）、暑さに強くなります。暑熱順化
は、「やや暑い環境」で「ややきつい」と感
じる強度で毎日３０分程度の運動（ウォーキングなど）
を継続することで獲得できます。暑熱順化は運動開始数
日後から起こり、２週間程度で完成するといわれていま
す。そのため、日頃からウォーキングなどで汗をかく習
慣を身につけて暑熱順化していれば、夏の暑さにも対抗
しやすくなり、熱中症にもかかりにくくなります。汗を
かかないような季節の段階から、少し速足でウォーキン
グし、汗をかく機会を増やしていけば、夏の暑さに負け
ない体をより早く準備できることになります。

　梅雨が明け、夏本番となるこの時期は、まだ暑さに身体が慣れていないため、例年、体調を崩される
方が多くなります。昨年の熱中症の発生状況や新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい日常」に
おける留意点を踏まえた予防対策が必要です。

熱中症の予防と対策！

 高温・多湿・直射日光を避ける
　熱中症の原因の一つが、高温と多湿です。屋外では、
強い日差しを避け、屋内では風通しを良くするなど、高
温多湿の環境に長時間さらされないようにしましょう。

▼問い合わせ
　丹羽広域事務組合 消防本部 予防課　☎（95）5158

「新型コロナウイルス感染症を想定した
『新しい日常』」における熱中症予防！

　十分な感染症予防を行いながら、熱中症予防にも
これまで以上に心掛けるようにしましょう。

●夏場の気温・湿度が高い中でマス
　クを着用すると、熱中症のリスク
　が高くなるおそれがあります。こ
　 の た め、 屋 外 で 人 と 十 分 な 距 離 
　（少なくても２ｍ以上）が確保できる場合には、 
　熱中症のリスクを考慮し、マスクをはずすよう
　にしましょう。
●マスクを着用している場合には、強い負荷の作
　業や運動は避け、のどが渇いていなくてもこま
　めに水分補給を心掛けるようにしましょう。ま
　た、周囲の人との距離を十分にとれる場所で、
　適宜、マスクをはずして休憩することも必要です。
●新型コロナウイルス感染症を予
　防するためには、冷房時でも換
　気扇や窓開放によって換気を確
　保する必要があります。この 
　場合、室内温度が高くなるので、熱中症予防の
　ためにエアコンの温度設定をこまめに調整しま
　しょう。
●日頃の体温測定、健康チェックは、新型コロナ
　ウイルス感染症だけでなく、熱中症を予防する
　上でも有効です。体調が悪いと感じた時は、無
　理せず自宅で静養するようにしましょう。
● ３ 密（ 密 集、 密 接、 密 閉 ） を 避 け つ つ も、 
　熱中症になりやすい高齢者、子ども、障害者へ
　の目配り、声掛けをするようにしましょう。

 「新しい日常」における熱中症予防行動のポイント

●日陰を選んで歩きましょう。
●涼しい場所に避難しましょう。
●適宜休憩する、頑張らない、無理をしないように
　しましょう。
●風通しを利用する。…玄関に網戸を付けて開けた
　状態にしたり、向き合う窓を開けましょう。
●窓から射し込む日光を遮る。…ブラインドやすだ
　れを活用しましょう。
●空調設備を利用する。…我慢せずに冷房を入れる。
　扇風機も利用しましょう。
●ゆったりした衣服にする。襟元までゆるめて通気
　しましょう。

対策例
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募集について募集について

応募資格応募資格
扶桑町内在住の小中学生扶桑町内在住の小中学生
募集作品募集作品

（①・②を合わせて提出してください。）（①・②を合わせて提出してください。）
①応募者自身が撮影した未発表のひまわりの①応募者自身が撮影した未発表のひまわりの
　写真とその紹介文　写真とその紹介文
　 家の中や庭などロケーションは問いませんし、構図の　 家の中や庭などロケーションは問いませんし、構図の
　 中に家族が入っていても構いませんが、必ずひまわり　 中に家族が入っていても構いませんが、必ずひまわり
　 が写るようにしてください♪　 が写るようにしてください♪
　 ※写真の形式等　 ※写真の形式等
　　 JPEG 形式で画像サイズは 10 メガバイト以内　　 JPEG 形式で画像サイズは 10 メガバイト以内
　 ※紹介文は日本語で 100 字程度　 ※紹介文は日本語で 100 字程度

②英語にチャレンジ！②英語にチャレンジ！
　・英語で日本語の紹介文を要約したもの（※）　・英語で日本語の紹介文を要約したもの（※）
　・写真のタイトルを英訳したもの　・写真のタイトルを英訳したもの
　 ※１行以上で文字数の制限は設けませんし、間違った　 ※１行以上で文字数の制限は設けませんし、間違った
　　 　　 英訳でも気にせず、楽しく気軽に取り組んでください♪英訳でも気にせず、楽しく気軽に取り組んでください♪

募集期間募集期間：：
令和 3 年令和 3 年 7 月 19 日（月）7 月 19 日（月）
　　　～ 8 月 31 日（火）　　　～ 8 月 31 日（火）

応募方法応募方法
（①・②・③のうち、いずれかの方法でご応募（①・②・③のうち、いずれかの方法でご応募
ください。）ください。）
①専用応募フォーム①専用応募フォーム
　※扶桑町ホームページにリンクを掲載しています。　※扶桑町ホームページにリンクを掲載しています。

②郵送②郵送
＜宛先＞
〒 480-0102　扶桑町大字高雄字天道 330 番地〒 480-0102　扶桑町大字高雄字天道 330 番地
　扶桑町役場　政策調整課　扶桑町役場　政策調整課
　「扶桑町小中学生フォトコンテスト」係　宛て　「扶桑町小中学生フォトコンテスト」係　宛て

③直接持参③直接持参

◉◉最優秀賞最優秀賞 １名：図書カード 5,000 円分 １名：図書カード 5,000 円分
◉◉優 秀 賞優 秀 賞 ２名：図書カード 3,000 円分 ２名：図書カード 3,000 円分
◉◉入 選入 選 ９名：図書カード 2,000 円分 ９名：図書カード 2,000 円分
※入賞作品は「広報ふそう」令和 4 年 4 月号からの※入賞作品は「広報ふそう」令和 4 年 4 月号からの
　表紙等でも使用されます。　表紙等でも使用されます。

入　賞入　賞

第３回 第３回 扶桑町小中学生フォトコンテスト扶桑町小中学生フォトコンテスト

作 品 募 集作 品 募 集 のお知らせのお知らせ

　　
　　

令和３年
度扶桑町国際交流事業

政策調整課　内線 317政策調整課　内線 317
番窓口番窓口●●９2 階2 階

テ ー マテ ー マ

☆新しい生活様式のもと、ステイホームをしながら各ご家庭で育てたひまわりの☆新しい生活様式のもと、ステイホームをしながら各ご家庭で育てたひまわりの
　写真を撮って、ひまわりのまち扶桑町を世界へ発信しませんか？　写真を撮って、ひまわりのまち扶桑町を世界へ発信しませんか？

「私たちが育てた「私たちが育てた「ひまわり」「ひまわり」が咲くまちが咲くまち扶桑町扶桑町をを“世界”“世界”へへ」」

扶桑町ホームページ内の「第３回扶桑町

小中学生フォトコンテスト」にて、応募

用紙や募集に関する詳細を掲載していま

すので、そちらをご確認ください。
フォトコンテフォトコンテ
ストページのストページの

QR コードQR コード
※コンテストに関する問い合わせ
　政策調整課　内線３１７
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扶桑町役場　☎（93）1111 ー 27 ー

募集します募集します

学校法人　むつみ学園　扶桑幼稚園では、次のとおり令和４年度の入園児を募集します。

▼募 集 人 員　3 歳児（3 年保育）54 名　 平成 30 年 4 月 2 日から平成 31 年 4 月 1 日までに生まれた幼児
　　　　　　　　4 歳児（2 年保育）は、5 月 1 日現在、募集の予定はありません。
　　　　　　　　5 歳児（1 年保育）は、5 月 1 日現在、募集の予定はありません。

▼入 園 説 明 会　日時：8 月 6 日（金）　午前 10 時～ 11 時　会場：扶桑幼稚園

▼願書のお渡し   9 月 1 日（水）～ 9 月 30 日（木）（土日・祝日を除く）　配付時間：午前 9 時～午後 4 時

▼願 書 の 受 付   10 月 1 日（金）　午前 9 時～ 11 時（定員に達しない場合は、4 日以降も随時受け付けます。）

▼問 い 合 わ せ　扶桑幼稚園　扶桑町大字南山名字馬場 31　☎（93）0101・（93）1057

扶 桑 幼 稚 園 入 園 案 内扶 桑 幼 稚 園 入 園 案 内

　夏休みに親子で下水道の役割を学び水の大切さを考えよう！

▼日 時　８月３日（火）　午前の部　午前 10 時～正午　午後の部　午後１時 30 分～３時 30 分

▼場 所　五条川右岸浄化センター（岩倉市北島町権現山７番地１） ※駐車場有

▼対 象 者　小学生とその保護者 ( １グループに保護者１名でも可）

▼内 容　顕微鏡による微生物の観察、下水処理場見学など、下水道について親子で楽しく学習します。

▼定 員　各部 20 人程度（申し込み先着順）　▼費 用　無料　

▼持 ち 物　マスク着用。子供用の上履き（大人用のスリッパは用意します。）

▼申 込 み　五条川右岸浄化センターへ電話でお申し込みください。　☎（66）8651

▼申込期間　７月５日（月）～７月 16 日（金）の午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）

夏休み親子下水道教室夏休み親子下水道教室

情報コーナー情報コーナー

情
　
報

情
　
報

　

「安心」して暮らせる「安全」な扶桑町の確立「安心」して暮らせる「安全」な扶桑町の確立

犬山警察署からのお知らせ犬山警察署からのお知らせ 110 番110 番

扶桑町内の 5 月中の犯罪発生総数（暫定値）は、 11 件（昨年同月 8 件）です。

自転車盗被害が柏森学区で 1 件発生しました。

　夏は海や川、山など、アウトドアでのレジャーを楽しむ機会が増える季節です。　
　自然に触れるレジャーは、楽しみがある半面、自然ならではの危険もあります。アウトドア
での事故を防ぐためには、自然を甘く見ず、危険をきちんと認識し、計画を立てて行動するこ
とが大事です。

【山岳遭難】
　山岳遭難の多くは、天候に関する不適切な
判断や、不十分な装備で体力的に無理な計画
を立てるなど、知識・経験・体力の不足等が
原因で発生しています。
　遭難を防ぐためには、体調は常に万全にし
て、的確な登山計画と万全な装備品等の準備、
的確な状況判断をしましょう。

～ちょっとした注意や事前の準備が大切です～

【水難事故】
   川は、目に見えない流れや急に深くなる所や滑りやすい
所があるので、表面は穏やかでも水中には注意しましょう。
   子供だけで遊ばせず、必ず大人が付き添って、子供から
目を離さないようにしましょう。
　ライフジャケットを正しく着用させましょう。
　急な増水で水没するおそれがある、河原や中洲、川幅の
狭いところに注意しましょう。
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ー29ー扶桑町役場　☎（93）1111

この欄は「広報ふそう」有料広告欄です。

広告の内容に関する問い合わせは、直接

広告主へお願いします。

広 告広 告

順位 自治体名 参加人数／参加割合

１位 北海道士別市 ２１９人／１．２１％

２位 北海道湧別町 ８５人／１．００％

３位 愛知県扶桑町 ３４０人／０．９７％

４位 山形県中山町 ４１人／０．３７％

５位 北海道枝幸町 ２６人／０．３３％

６位 広島県三次市 ８８人／０．１７％

７位 北海道東神楽町 １５人／０．１５％

８位 岐阜県関市 ５１人／０．０６％

９位 岐阜県羽島市 ３２人／０．０５％

10 位 秋田県男鹿市 １１人／０．０４％

5/26　　5/26　　

　８回目の参加となった今回は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から、集
団でのイベント等は実施せず、個人及び家
族単位での参加となりましたが、多くの参
加報告をいただくことができました。
　また、扶桑町は参加率では第３位となり
ましたが、参加人数では全国で一番多い自
治体となりました。
　今後も日常生活に運動などを取り入れ、
健康で明るい毎日を過ごしましょう。

チャレンジデーにご協力ありがとうございましたチャレンジデーにご協力ありがとうございました

5/10　　5/10　　
扶桑町災害ボランティアセンターの開設及び運営に扶桑町災害ボランティアセンターの開設及び運営に
関する協定を締結しました関する協定を締結しました

　社会福祉法人扶桑町社会福祉協議会と扶桑町災害ボランティアセンターの開設及び運営に関する
協定を締結しました。
　この協定は、災害により町民生活に甚大な支障が生じた場合、扶桑町災害ボランティアセンター
の開設及び運営に関し、それぞれの果たすべき役割などを定め、被災者生活の支援に寄与すること
を目的としています。

皆様の満足された笑顔が、わたしのやりがいです！

司法書士・行政書士・不動産仲介業

☎０５６８－６１－０９８５
〒484-0059　犬山市上坂町五丁目 200 番地

< 受付時間 >　平日午前 9 時から午後６時までホームページ QR コード

石 原 事 務 所

遺言 不動産
売買相続
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情
　
報
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集

募
　
集

保
　
健

保
　
健

特
　
集

特
　
集

町
　
政

町
　
政

　

７
月
１
日
（
木
）
よ
り
町
内
委
託
医
療
機
関
実
施
の
個
別

が
ん
検
診
を
保
健
セ
ン
タ
ー
で
受
け
付
け
ま
す
。
個
別
が
ん

検
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
窓
口
に
一
部
負

担
金
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
定
員
に
な

り
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
（
93
）
８
３
０
０

医
療
機
関
実
施
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ

医
療
機
関
実
施
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ

検診名 対象者 定員 一部負担金 実施場所・期間

胃がん ( 内視鏡 ) 50 歳以上

計 160 名 2,000 円

【実施場所】町内委託医療機関
【申込み】7 月 1 日 (木) ～
　　　令和 4 年 1 月 31 日 (月)
保健センター窓口で受け付け
ます。

【検査実施】
◦医療機関により異なります。
◦委託医療機関への予約が必
　要です。

胃がん ( バリウム )

40 歳以上肺がん     130 名 900 円

大腸がん     130 名 600 円

※ 次の方は一部負担金が免除されます。
　 ① 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方　② 町民税非課税世帯の方
　 ③ 生活保護世帯の方
※ 扶桑町国民健康保険に加入している方は、お支払いの際に国民健康保険被保険者証
　 を提示されると無料で受診できます。

　

集
団
が
ん
検
診
は
、
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
た
日
に
保
健
セ

ン
タ
ー
で
行
う
が
ん
検
診
で
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
保
健

セ
ン
タ
ー
窓
口
、
も
し
く
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

集
団
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ

集
団
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
（
93
）
８
３
０
０

実施日
胃がん
800 円

40 歳以上の方

大腸がん
400 円

40 歳以上の方

子宮頸がん
700 円

＊ 20 歳以上の方

乳がん
600 円

＊ 40 歳以上の方

前立腺がん
400 円

50 歳以上の方

受　付
開始日

    7 月 17 日（土） ◎ A ◎ ◎ ◎ ◎ 受付中

    8 月 17 日（火） ◎ B ◎ ◎ ◎
7/9

（金）
～

  9 月 8 日（水） ◎ A ◎ ◎ ◎ ◎

  11 月 6 日（土） ◎ B ◎ ◎ ◎

＊胃がん検診は、プライバシー保護のため男女別に検診を行います。
　Ａ：男性、Ｂ：女性を優先的に受付しますのでご了承ください。
＊乳がん検診・子宮頸がん検診については２年に１回の受診となります。
　令和 3 年度は奇数年（和暦）生まれの方が対象となります。
　（ただし、偶数年生まれの方で令和 2 年度未受診の方は受診できます。）
※ 扶桑町国民健康保険に加入している方は、一部負担金をお支払いの際に国民健康保険
　 被保険者証を提示されると、無料で受診できます。

　

現
在
、
医
療
に
お
い
て
輸
血
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
治

療
法
の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
し
て
血
液
は
献
血
で
確
保
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

献
血
は
16
歳
か
ら
69
歳
の
健
康
な
方
な
ら
ど
な
た
で
も
で

き
ま
す
。（
65
歳
か
ら
69
歳
の
方
は
、
60
歳
か
ら
64
歳
の
間
に

献
血
経
験
の
あ
る
方
に
限
り
ま
す
。）

　

ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
に
は
、
血
液
検
査
成
績
を
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
あ
た
た
か
い
気
持
ち
で
救
え
る
命
が
あ
り
ま
す
。

お
一
人
で
も
多
く
の
方
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
　
７
月
24
日
（
土
）

　
　
　
　

受
付　

午
前
10
時
～
11
時
30
分
、
午
後
１
時
～
４
時

▼
場
所　
イ
オ
ン
モ
ー
ル
扶
桑

▼
主
催　
扶
桑
町
献
血
推
進
協
議
会

〝〝  

命
を
救
う
身
近
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

命
を
救
う
身
近
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア  

〟〟

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

福
祉
児
童
課　

内
線
２
２
２　

１
階  　

番
窓
口

●３

健
康
相
談
窓
口
の
開
設

健
康
相
談
窓
口
の
開
設

　

従
業
者
数
50
人
未
満
の
事
業
者
や
そ
の
事
業
場
で
働
く
人

を
対
象
と
し
て
、
産
業
医
等
に
よ
る
健
康
相
談
を
行
い
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
相
談
内
容
や
指
導
内
容
に
つ
い
て
は
、
秘

密
を
厳
守
し
ま
す
。

▼
日
時　
８
月
６
日
（
金
）

　
　
　
　

午
後
２
時
～
４
時
（
受
付
終
了
は
午
後
３
時
30
分
）

▼
会
場　
尾
北
医
師
会
館
内
相
談
室

　
　
　
　
（
大
口
町
下
小
口
６
丁
目
１
２
２
‐
２
）

▼
担
当
医
師　
兼か

ね
ま
つ松　

勲い
さ
お（

元
兼
松
皮
膚
科
）

▼
主
な
診
療
科　
皮
膚
科

▼
申
込
み
　
尾
北
医
師
会  

☎
（
95
）
７
０
２
０

　
　
　
　

  

※
当
日
申
込
み
可　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
３　

１
階  　

番
窓
口

●６
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情
　
報

情
　
報

募
　
集

募
　
集

保
　
健

保
　
健

特
　
集

特
　
集

町
　
政

町
　
政

　

我
が
国
の
肝
炎
（
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
）

の
感
染
者
は
、
Ｂ
型
と
Ｃ
型
合
わ
せ
て
約

３
０
０
万
人
存
在
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
感
染
時
期
が
明
確
で
は
な
い

こ
と
や
自
覚
症
状
が
な
い
こ
と
が
多
い
た

め
、
適
切
な
時
期
に
治
療
を
受
け
る
機
会

が
な
く
、
本
人
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に
肝

硬
変
や
肝
が
ん
へ
移
行
す
る
こ
と
が
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染

の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
た
め
に
検
診

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
実
施
期
間　
７
月
１
日
（
木
）
～

　
　
　
　
　
　
　

 　

10
月
30
日
（
土
）

　
　
　
　
（
各
医
療
機
関
診
療
時
間
内
）

▼
実
施
場
所　

扶
桑
町
・
大
口
町
委
託
医

療
機
関

▼
対
象
者　

町
内
在
住
の
今
年
度
40
歳
に

な
る
方　

※
対
象
者
に
は
、
検
診
票
を
郵
送
し
ま
す
。

※
41
歳
以
上
の
方
で
、
一
度
も
肝
炎
ウ
イ 

　

ル
ス
検
診
を
受
け
た
こ
と
が
無
く
、
検

　

診
を
ご
希
望
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い
。

▼
検
診
内
容　

問
診
、
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
査
及
び
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
原
検
査
（
採
血
検

査
）

▼
費
用　
無
料

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
（
93
）
８
３
０
０

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
の

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
のお知

ら
せ

お
知
ら
せ

ひまわりカフェとは　「こころが疲れているなぁ」と感じる方、家から一歩踏みだしたい方、

家族以外とおしゃべりしたい方などが、ボランティアや参加された方とゆったり過ごせる

場所です。

▼日　時　毎月第２火曜日
　　　　　午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分

▼場　所　扶桑町 老人憩の家 ２階大ホール

▼持ち物　マスク、スリッパ

▼参加費　100 円

～こころの居場所～～こころの居場所～

　　『 ひ ま わ り カ フ ェ 』『 ひ ま わ り カ フ ェ 』 を開設しましたを開設しました

▼お願い　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため事
　前に自宅で検温をお願いします。また、当日までに福祉
　児童課もしくは会場で参加申込用紙を提出してください。
　参加時は、マスクの着用をお願いします。

▼問い合わせ　扶桑町役場（福祉児童課 社会福祉グループ）
　☎（93）1111（内線 224） 1 階　　番窓口●●３

　

風
邪
や
ち
ょ
っ
と
し
た
け
が
は
、ほ
お
っ

て
お
い
て
も
自
然
と
治
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
体
の
治
癒
力
の
お

か
げ
で
す
。
け
れ
ど
歯
に
関
し
て
は
、
痛

み
や
欠
損(

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
場
所
）

が
あ
っ
て
も
、
気
に
な
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
う
事
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自

然
に
治
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
り
わ
け
ム
シ
歯
が
そ
う
で
す
。
歯
の
周

囲
の
環
境
が
酸
化
し
て
、
歯
が
白
濁
す
る
と
い
っ
た
場
合
を
除
き
、

身
体
の
中
で
も
最
も
固
い
組
織
の
エ
ナ
メ
ル
質
で
覆
わ
れ
た
歯
の
表

面
は
、
一
度
ム
シ
歯
で
破
壊
さ
れ
る
と
、
二
度
と
元
に
は
戻
り
ま
せ

ん
。
細
菌
が
入
り
込
ん
で
い
る
部
分
を
取
り
除
い
て
そ
れ
以
上
感
染

が
進
ま
な
い
よ
う
に
し
た
の
ち
、
人
工
的
な
材
料
で
修
復
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
放
置
し
て
お
く
と
感
染
層
が
ど
ん
ど
ん
深
く
広
く

な
っ
て
、
エ
ナ
メ
ル
質
や
象
牙
質
が
破
壊
さ
れ
、
神
経
に
至
る
と
強

烈
な
痛
み
を
発
し
ま
す
。
た
だ
痛
み
は
個
人
差
が
あ
る
の
で
、
我
慢

で
き
る
痛
み
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
歯
の
神
経
の
感
覚

が
な
く
な
り
、
失
活
歯
と
呼
ば
れ
る
状
態
に
な
り
、
細
菌
感
染
に
よ

り
歯し

ず
い髄

壊え

そ疽
と
い
う
痛
み
と
腫
れ
を
伴
っ
た
症
状
を
訴
え
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
治
療
を
せ
ず
に
痛
く
な
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
時
的

に
収
ま
っ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
次
の
悪
い
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
ま
で
の

移
行
時
期
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
神
経
を
取
っ
て
処
置
し
た

歯
も
二
次
カ
リ
エ
ス
と
言
っ
て
ム
シ
歯
に
な
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
神
経
は
な
い
の
で
不
快
症
状
が
少
な
い
の
で
す
が
、

破
壊
が
進
ん
で
歯
の
多
く
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
根
の
部
分
を

保
存
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
ま
だ
残
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
根
の
部
分
に
ム
シ
歯
が
及
ぶ
と
そ
の
歯
の
生
存
率
は
ぐ
っ
と
下

が
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

は
ち
ま
る
く
ん
だ
よ
り

は
ち
ま
る
く
ん
だ
よ
り      「
自
然
治
癒
は
あ
る
？

「
自
然
治
癒
は
あ
る
？
」」

犬
山
扶
桑
歯
科
医
師
会
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「
男
孫
」　
　
　
　
　
　
　
ふ
そ
う
短
歌
会

　　

だ
し
ぬ
け
に
鳴
き
出
す
蝉
の
声
聞
き
て

　
　

男
孫
タ
モ
持
ち
家
飛
び
だ
せ
り　
　
　
　

赤あ
か
お尾　

洋よ
う
こ子

　

の
ど
か
な
る
扶
桑
の
町
に
住
み
な
れ
て

　
　

四
十
五
年
を
朝
陽
浴
び
来
ぬ　
　
　
　
　

後ご
と
う藤　

一か
ず
え枝

　

メ
ダ
ル
よ
り
コ
ロ
ナ
に
勝
っ
て
と
乞
い
願
う

　
　

東
京
五
輪
開
催
の
た
め　
　
　
　
　
　
　

近こ
ん
ど
う藤

寿す

み

よ

美
代

短
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
扶
桑
川
柳
ク
ラ
ブ

　

夏
木
立
青
々
茂
る
遊
歩
道　
　
　
　
　
　
　

大お
お
に
し西　

陽よ
う
こ子

　

や
り
終
え
て
こ
の
壮
快
さ
年
忘
れ　
　
　
　

高た

か

の

せ

野
瀬
徳の
り
こ子

　

毎
日
が
七
夕
恋
を
す
る
ペ
ア
ー　
　
　
　
　

飯い
い
だ田　

重し
げ
き樹

川
柳

詩
吟
　
　
　
　「
夏か

や夜
涼
を
追
う
」     　

楊よ
う　

万ば
ん
り里

　

夜や
ね
つ熱
依
然
と
し
て
午ご

ね
つ熱
に
同
じ

　

門
を
開
い
て
小
し
ょ
う
り
つ

立
す
月げ

つ
め
い明

の
中う

ち

　

竹
深
く
樹き

密
に
し
て
虫
鳴
く
処

と
こ
ろ

　

時
に
微び

り
ょ
う涼
有
る
も
是こ

れ

風
な
ら
ず

　
「
意
」　
夜
に
入
っ
て
も
、
暑
苦
し
さ
は
依
然
と
し
て
昼
間
と
変
わ

　
　
　
　
ら
な
い
。
た
ま
り
か
ね
て
門
を
開
け
放
し
て
、
し
ば
ら
く

　
　
　
　
月
明
か
り
の
中
に
立
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
竹
の
幹
が
こ

　
　
　
　
ん
も
り
と
茂
っ
て
い
る
あ
た
り
で
虫
が
鳴
い
て
い
る
。
時

　
　
　
　
に
、
か
す
か
な
涼
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
別
に

　
　
　
　
風
が
吹
き
始
め
た
た
め
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
風
流
二
代
目
家
元
　
山や
ま
う
ち内

　
正せ
い
ふ
う風

　
　
　
　
　 

「
花
菖
蒲
」　  

　
　 

　
　
ふ
そ
う
俳
句
会

　

掘
割
に
根
の
無
い
う
は
さ
花
菖
蒲　
　
　
　

市い
ち
か
わ川　

信の
ぶ
こ子

　

夾
竹
桃
老
い
て
赤
心
忘
れ
ざ
る　
　
　
　
　

大お
お
わ
き脇　

勝か
つ
ひ
ろ博

　

緑
蔭
に
面
影
残
す
佳
の
人
や　
　
　
　
　
　

一い
し
き色　

無む
お
ん音

俳
句
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少
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読
書
感
想
文
　
全
国
コ
ン
ク
ー
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図
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　オーストラリアにはどうやって行く

の？バスに乗る？ボート？それとも

･･･。ドイツの男の子ルフスと、人間

のことばをしゃべるカモノハシのとぼ

けたやりとりが楽しい、ゆかいな冒険

物語。

　ミヒャエル・エングラー氏は、ドイ

ツ生まれ。児童文学作家。コミックや

広告の仕事を経て作家になる。児童書

や劇の脚本などを執筆している。

　ボルネオ島の深い森でオランウー
タンの研究をしている著者が、自身
の研究生活とともに、オランウータ
ンのユニークな体や生活などを紹介。
さらに、絶滅の危機に瀕するオラン
ウータンのためにできることを考え
る。
　久世濃子氏は、1976 年東京都生ま
れ。理学博士。「NPO 法人日本オラ
ンウータン・リサーチセンター（お
らけん）」を設立。著書に「オランウー
タンってどんな『ヒト』？」など。

　ジグモのジグモンタは、「あなふさぎ
や」をしています。洋服にあいてしまっ
たあなをふさぐ仕事です。でも、みん
なはすぐに新しいものを欲しがり ･･･。
ひとつのものを長く使う喜びを伝える
絵本。「あなふさぎのうた」の楽譜付き。
　とみながまい氏は、東京都生まれ。
CM、アニメーションなどの監督。E
テレ「シャキーン！」アートディレク
ター。著書に「ぞーっくしょん！」等。
　たかおかゆうこ氏は、東京都生まれ。
絵本に「さんびきのこねずみとガラス
のほし」等。

＊
小
学
校
低
学
年
の
部

「
あ
な
ふ
さ
ぎ
の
ジ
グ
モ
ン
タ
」

と
み
な
が
　
ま
い
／
作

た
か
お
　
ゆ
う
こ
／
絵

＊
小
学
校
中
学
年
の
部

「
ぼ
く
の
あ
い
ぼ
う
は
カ
モ
ノ
ハ
シ
」

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
グ
ラ
ー
／
作

は
た
さ
わ
ゆ
う
こ
／
訳

杉す
ぎ
は
ら原

知と
も
こ子

／
絵

＊
小
学
校
高
学
年
の
部

「
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
に
会
い
た
い
」

ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
フ
ェ
ス
タ
／
著

久く

ぜ世
濃の
う
こ子
／
著

●●６月 29 日（火）から７月 9 日（金）までの間、特別整理期間のため休館します。７月の第３水曜（7/21）は開館します。６月 29 日（火）から７月 9 日（金）までの間、特別整理期間のため休館します。７月の第３水曜（7/21）は開館します。

●夏休み期間中の図書館の開館時間変更について　●夏休み期間中の図書館の開館時間変更について　7 月 21 日（水）から 8 月 31 日（火）までの夏休み期間中、図書館7 月 21 日（水）から 8 月 31 日（火）までの夏休み期間中、図書館
　の開館時間を午前 9 時から午後 6 時までに変更します。ただし、毎週火曜日は休館日となります。　の開館時間を午前 9 時から午後 6 時までに変更します。ただし、毎週火曜日は休館日となります。

７月の催しもの

と　き 催しもの
12・19・

26 日（月） あかちゃん絵本
よみきかせ会

・午前 11 時～

25 日（日） 子ども科学教室
※各回 4 組
　（要予約）
7 月 10 日（ 土 ）
からカウンター
で予約受付

・午前 11 時～
・午後 3 時～

31 日（土） 耳で楽しむ
　　　  お話会・午後 3 時～

＊小学校低学年の部
◆「そのときがくるくる」 
　　すずきみえ／作

　　くすはら順
じゅんこ

子／絵

◆「みずをくむプリンセス」
　　スーザン・ヴァーデ／文
　　ピーター・H・レイノルズ／絵
　　さくまゆみこ／訳

◆「どこからきたの？おべんとう」 

　　鈴
す ず き

木まもる／作・絵

課題図書は、小学校の部を各３冊、中学校の部（未紹介）を各２冊、
高等学校の部（未紹介）を各１冊用意しています。その他の課題図書 

＊小学校中学年の部
◆「わたしたちのカメムシずかん～やっかいものが宝ものに

　　なった話～」鈴
すずき

木海
うみか

花／文　はたこうしろう／絵

◆「ゆりの木荘の子どもたち」  富
とみやす

安陽
ようこ

子／作　佐
さたけ

竹美
み ほ

保／絵

◆「カラスのいいぶん～人と生きることをえらんだ鳥～」 

　　嶋
し ま だ

田泰
や す こ

子／著　岡
おかもと

本 順
じゅん

／絵

＊小学校高学年の部
◆「エカシの森と子馬のポンコ」加

かとう

藤多
たいち

一／作　大
おおの

野八
やよい

生／絵

◆「サンドイッチクラブ」  長
な が え

江優
ゆ う こ

子／作

◆「おいで、 アラスカ！」 アンナ・ウォルツ／作　野
のざか

坂悦
えつこ

子／訳
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各公共施設のおやすみ各公共施設のおやすみ

役 場
☎（93）1111

 土曜日・日曜日・祝日

保 健 セ ン タ ー
☎（93）8300

 土曜日・日曜日・祝日

総合福祉センター
☎（91）1151

 月曜日

総 合 体 育 館
☎（93）2441

 火曜日

扶 桑 文 化 会 館
☎（93）9000

 月曜日（祝日は除く）・
 火曜日

中 央 公 民 館
☎（93）7211

 火曜日

図 書 館
☎（93）8630

 火曜日
 6/29（火）～ 7/9（金）

学 習 等 供 用 施 設  月曜日・祝日

町の人口
　　　　　　　　　　 （6 月 1 日現在）

人口 　　34,947 人 （＋ 12）

男 　　17,403 人 （＋ 7）

女 　　17,544 人 （＋ 5）

世帯数 14,522 世帯  （＋ 24）
　　　　　　　　　　　　　  ※（　）前月比

ス マ ホ で 広 報 紙
アプリで読むには
まずは左のＱＲコードから
ダウンロード！！
※通信料は利用者負担です。

ひまわりあんしん情報メーひまわりあんしん情報メールル のの 配信登録配信登録
【ＱＲコード】【ＱＲコード】 【空メールアドレス】【空メールアドレス】

ffuso_bousai@entry.mail-dpt.jpuso_bousai@entry.mail-dpt.jp

詳しくは扶桑町ホームページを詳しくは扶桑町ホームページを

ご覧ください。ご覧ください。

　 　　

　　「いま通っていった消防士さんは、僕たち
　　の住むまちを見回って安全を確かめてく
　　れているんだよね。」

　　「あの人たちは、消防団の人たちだね。
　　火事はいつ起きるかなんてわからないか
　　ら、いざという時のために消火活動の訓
　　練も熱心にやっているんだよ。」
　　　「男の人しか見たことがないんだけれど。」

企画：ふそう男女共同参画懇話会
男女共同参画

男女共同参画

　　　　　　コラムコラム

～ まちを守る女性たち ～～ まちを守る女性たち ～

『ふそう家参
さんかく

画物語』 第 94 話

（巡回パトロールをする消防車輌が通り過ぎる
のを見て）

政策調整課　内線 316政策調整課　内線 316 番窓口番窓口●●９2 階2 階

毎回、身近な出来事を取り上げ、皆さんとともに考えていきますので、ご意見やご感想をお寄せください。

　　「確かに、男の人が多いかもしれないね。
　　でも、女性消防クラブっていうのもあって、消防団と
　　同じように、まちの安全を守るために火災予防の活動
　　をしているよ。それに、大きな火災や災害が起きたと
　　きに避難所を設けなきゃならないようなとき、避難し
　　ている人たちの世話や、お年寄りの介助は女の人が力
　　を発揮しているよ。」

　　「男の人と同じことをしなくても、女の人がやった方が
　　うまくいくことや、女の人にしかできないことだって
　　いっぱいあるんだから、そこで活躍しているんだね。」

　10 月 23 日（土）に開催を予定しておりました

「2021 ふそう町民まつり」は新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のため、中止いたします。

20220211ふそう町民まつりふそう町民まつりのの
中中止止 についてについて

政策調整課　内線 317政策調整課　内線 317 番窓口番窓口●●９2 階2 階

5 月 １～ 5 月

刑 法 犯 総 数 11 件
（8 件）

75 件
（62 件）

住 宅 対 象 侵 入 盗 0 件
（0 件）

12 件
（5 件）

車 上 ね ら い 0 件
（1 件）

1 件
（4 件）

自 転 車 盗 1 件
（1 件）

10 件
（4 件）

◆扶桑町内主な犯罪発生状況 ( 暫定値 )

（昨年同期）
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